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(57)【要約】
　ワイヤレス通信のための方法、システム、およびデバ
イスが説明される。ワイヤレスデバイスは、長さが4～1
4個のシンボル期間に及び得る、長い物理アップリンク
制御チャネル(PUCCH)の間のアップリンク制御情報(UCI)
のアップリンク送信のためのアップリンクリソースの割
振りを受信し得る。ワイヤレスデバイスは、PUCCHの長
さと、UCIを表すために使用されるビットの数とに基づ
いて、周波数ホッピング位置を特定し得る。いくつかの
場合、周波数ホッピング位置は、長いPUCCHをシンボル
期間の第1のセットおよびシンボル期間の第2のセットへ
と区分する。周波数ホッピング位置を特定した後で、ワ
イヤレスデバイスは、シンボル期間の第1のセットの間
は第1の周波数帯域幅を介して、かつシンボル期間の第2
のセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、情報およ
び基準シンボルを含み得るUCIメッセージを送信し得る
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　UEにおけるワイヤレス通信のための方法であって、
　アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定するステップと、
　前記アップリンク制御チャネルのシンボルの前記数またはアップリンク制御メッセージ
と関連付けられる情報ビットの数または両方に少なくとも一部基づいて、前記アップリン
ク制御メッセージを送信するための前記アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング
場所を決定するステップと、
　前記周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯
域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、前記
アップリンク制御メッセージを送信するステップとを備える、方法。
【請求項２】
　前記アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの前記数が閾値以下であ
ると決定するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　シンボルの前記数を2で割ったものの床関数をとることによって、シンボルの前記第1の
サブセットの時間長を計算するステップと、
　シンボルの前記第1のサブセットの前記時間長をシンボルの前記数から引くことによっ
て、シンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算するステップとをさらに備える、請
求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記周波数ホッピング場所が、前記アップリンク制御メッセージにおける情報シンボル
と基準シンボルとの関係に少なくとも一部基づいて決定される、請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値になることを決定するステップと、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るステップと、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算す
るステップとをさらに備える、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り1が得られることを決定するステップと
、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るステップと、
　前記整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するステップとをさらに備える、請求項4に記載の方法。
【請求項７】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り2が得られることを決定するステップと
、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るステップと、
　前記整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するステップとをさらに備える、請求項4に記載の方法。
【請求項８】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り3が得られることを決定するステップと
、
　前記整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長
を計算するステップと、
　前記整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するステップとをさらに備える、請求項4に記載の方法。
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【請求項９】
　前記アップリンク制御メッセージが、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シン
ボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える、請求項4に記載の方法。
【請求項１０】
　シンボルの前記第1のサブセットの時間長およびシンボルの前記第2のサブセットの時間
長を計算するステップをさらに備え、シンボルの前記第1のサブセットおよびシンボルの
前記第2のサブセットのうちの少なくとも1つが、等しい数の情報シンボルおよび基準シン
ボルを備え、シンボルの前記第1のサブセットの数とシンボルの前記第2のサブセットの数
との差の絶対値が2以下である、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの前記数が閾値より大き
いと決定するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　シンボルの前記数を2で割ったものの床関数をとることによって、シンボルの前記第1の
サブセットの時間長を計算するステップと、
　シンボルの前記第1のサブセットの前記時間長をシンボルの前記数から引くことによっ
て、シンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算するステップとをさらに備える、請
求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　シンボルの前記第1のサブセットの時間長およびシンボルの前記第2のサブセットの時間
長を計算するステップをさらに備え、シンボルの前記第1のサブセットの数とシンボルの
前記第2のサブセットの数との差の絶対値が1以下である、請求項11に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アップリンク制御メッセージが、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シン
ボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記数のシンボルを前記UEに割り振るアップリンクグラントを受信するステップをさら
に備える、請求項1に記載の方法。
【請求項１６】
　前記アップリンク制御チャネルを介した送信のために、周波数ホッピングを使用すべき
であるという指示を受信するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項１７】
　前記アップリンク制御チャネルのフォーマットに少なくとも一部基づいて、前記アップ
リンク制御メッセージの中の情報ビットの前記数を特定するステップをさらに備える、請
求項1に記載の方法。
【請求項１８】
　シンボルの前記第1のサブセットの時間長およびシンボルの前記第2のサブセットの時間
長が等しくない、請求項1に記載の方法。
【請求項１９】
　基地局におけるワイヤレス通信のための方法であって、
　アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定するステップと、
　前記アップリンク制御チャネルのシンボルの前記数またはアップリンク制御メッセージ
と関連付けられる情報ビットの数または両方に少なくとも一部基づいて、前記アップリン
ク制御メッセージを送信するための前記アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング
場所を決定するステップと、
　前記周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯
域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、前記
アップリンク制御メッセージを受信するステップとを備える、方法。
【請求項２０】
　前記アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの前記数が閾値以下であ
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ると決定するステップをさらに備える、請求項19に記載の方法。
【請求項２１】
　シンボルの前記数を2で割ったものの床関数をとることによって、シンボルの前記第1の
サブセットの時間長を計算するステップと、
　シンボルの前記第1のサブセットの前記時間長をシンボルの前記数から引くことによっ
て、シンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算するステップとをさらに備える、請
求項20に記載の方法。
【請求項２２】
　前記周波数ホッピング場所が、前記アップリンク制御メッセージにおける情報シンボル
と基準シンボルとの関係に少なくとも一部基づいて決定される、請求項20に記載の方法。
【請求項２３】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値になることを決定するステップと、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るステップと、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算す
るステップとをさらに備える、請求項22に記載の方法。
【請求項２４】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り1が得られることを決定するステップと
、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るステップと、
　前記整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するステップとをさらに備える、請求項22に記載の方法。
【請求項２５】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り2が得られることを決定するステップと
、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るステップと、
　前記整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するステップとをさらに備える、請求項22に記載の方法。
【請求項２６】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り3が得られることを決定するステップと
、
　前記整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長
を計算するステップと、
　前記整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するステップとをさらに備える、請求項22に記載の方法。
【請求項２７】
　前記アップリンク制御メッセージが、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シン
ボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える、請求項22に記載の方法。
【請求項２８】
　シンボルの前記第1のサブセットの時間長およびシンボルの前記第2のサブセットの時間
長を計算するステップをさらに備え、シンボルの前記第1のサブセットおよびシンボルの
前記第2のサブセットのうちの少なくとも1つが、等しい数の情報シンボルおよび基準シン
ボルを備え、シンボルの前記第1のサブセットの数とシンボルの前記第2のサブセットの数
との差の絶対値が2以下である、請求項27に記載の方法。
【請求項２９】
　前記アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの前記数が閾値より大き
いと決定するステップをさらに備える、請求項19に記載の方法。
【請求項３０】
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　シンボルの前記数を2で割ったものの床関数をとることによって、シンボルの前記第1の
サブセットの時間長を計算するステップと、
　シンボルの前記第1のサブセットの前記時間長をシンボルの前記数から引くことによっ
て、シンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算するステップとをさらに備える、請
求項29に記載の方法。
【請求項３１】
　シンボルの前記第1のサブセットの時間長およびシンボルの前記第2のサブセットの時間
長を計算するステップをさらに備え、シンボルの前記第1のサブセットの数とシンボルの
前記第2のサブセットの数との差の絶対値が1以下である、請求項29に記載の方法。
【請求項３２】
　前記アップリンク制御メッセージが、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シン
ボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える、請求項19に記載の方法。
【請求項３３】
　前記アップリンク制御チャネルのフォーマットを示すアップリンクグラントを送信する
ステップをさらに備え、前記アップリンク制御チャネルの前記フォーマットが、前記アッ
プリンク制御メッセージの中の情報ビットの前記数と関連付けられる、請求項19に記載の
方法。
【請求項３４】
　前記アップリンク制御チャネルを介した送信のために、周波数ホッピングを使用すべき
であるという指示を送信するステップをさらに備える、請求項19に記載の方法。
【請求項３５】
　シンボルの前記第1のサブセットの時間長およびシンボルの前記第2のサブセットの時間
長が等しくない、請求項19に記載の方法。
【請求項３６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行され
ると、前記装置に、
　アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定させ、
　前記アップリンク制御チャネルのシンボルの前記数またはアップリンク制御メッセージ
と関連付けられる情報ビットの数または両方に少なくとも一部基づいて、前記アップリン
ク制御メッセージを送信するための前記アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング
場所を決定させ、
　前記周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯
域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、前記
アップリンク制御メッセージを送信させるように動作可能である、装置。
【請求項３７】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行され
ると、前記装置に、
　アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定させ、
　前記アップリンク制御チャネルのシンボルの前記数またはアップリンク制御メッセージ
と関連付けられる情報ビットの数または両方に少なくとも一部基づいて、前記アップリン
ク制御メッセージを送信するための前記アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング
場所を決定させ、
　前記周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯
域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、前記
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アップリンク制御メッセージを受信させるように動作可能である、装置。
【請求項３８】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定するための手段と、
　前記アップリンク制御チャネルのシンボルの前記数またはアップリンク制御メッセージ
と関連付けられる情報ビットの数または両方に少なくとも一部基づいて、前記アップリン
ク制御メッセージを送信するための前記アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング
場所を決定するための手段と、
　前記周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯
域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、前記
アップリンク制御メッセージを送信するための手段とを備える、装置。
【請求項３９】
　前記アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの前記数が閾値以下であ
ると決定するための手段をさらに備える、請求項38に記載の装置。
【請求項４０】
　シンボルの前記数を2で割ったものの床関数をとることによって、シンボルの前記第1の
サブセットの時間長を計算するための手段と、
　シンボルの前記第1のサブセットの前記時間長をシンボルの前記数から引くことによっ
て、シンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算するための手段とをさらに備える、
請求項39に記載の装置。
【請求項４１】
　前記周波数ホッピング場所が、前記アップリンク制御メッセージにおける情報シンボル
と基準シンボルとの関係に少なくとも一部基づいて決定される、請求項39に記載の装置。
【請求項４２】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値になることを決定するための手段と、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るための手段と、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算す
るための手段とをさらに備える、請求項41に記載の装置。
【請求項４３】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り1が得られることを決定するための手段
と、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るための手段と、
　前記整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するための手段とをさらに備える、請求項41に記載の装置。
【請求項４４】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り2が得られることを決定するための手段
と、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るための手段と、
　前記整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するための手段とをさらに備える、請求項41に記載の装置。
【請求項４５】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り3が得られることを決定するための手段
と、
　前記整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長
を計算するための手段と、
　前記整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するための手段とをさらに備える、請求項41に記載の装置。
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【請求項４６】
　前記アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの前記数が閾値より大き
いと決定するための手段をさらに備える、請求項38に記載の装置。
【請求項４７】
　シンボルの前記数を2で割ったものの床関数をとることによって、シンボルの前記第1の
サブセットの時間長を計算するための手段と、
　シンボルの前記第1のサブセットの前記時間長をシンボルの前記数から引くことによっ
て、シンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算するための手段とをさらに備える、
請求項46に記載の装置。
【請求項４８】
　シンボルの前記第1のサブセットの時間長およびシンボルの前記第2のサブセットの時間
長が等しくない、請求項38に記載の装置。
【請求項４９】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定するための手段と、
　前記アップリンク制御チャネルのシンボルの前記数またはアップリンク制御メッセージ
と関連付けられる情報ビットの数または両方に少なくとも一部基づいて、前記アップリン
ク制御メッセージを送信するための前記アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング
場所を決定するための手段と、
　前記周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯
域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、前記
アップリンク制御メッセージを受信するための手段とを備える、装置。
【請求項５０】
　前記アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの前記数が閾値以下であ
ると決定するための手段をさらに備える、請求項49に記載の装置。
【請求項５１】
　シンボルの前記数を2で割ったものの床関数をとることによって、シンボルの前記第1の
サブセットの時間長を計算するための手段と、
　シンボルの前記第1のサブセットの前記時間長をシンボルの前記数から引くことによっ
て、シンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算するための手段とをさらに備える、
請求項50に記載の装置。
【請求項５２】
　前記周波数ホッピング場所が、前記アップリンク制御メッセージにおける情報シンボル
と基準シンボルとの関係に少なくとも一部基づいて決定される、請求項50に記載の装置。
【請求項５３】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値になることを決定するための手段と、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るための手段と、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算す
るための手段とをさらに備える、請求項52に記載の装置。
【請求項５４】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り1が得られることを決定するための手段
と、
　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るための手段と、
　前記整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するための手段とをさらに備える、請求項52に記載の装置。
【請求項５５】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り2が得られることを決定するための手段
と、



(8) JP 2020-529155 A 2020.10.1

10

20

30

40

50

　前記整数値に2を乗じることによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長を計算す
るための手段と、
　前記整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するための手段とをさらに備える、請求項52に記載の装置。
【請求項５６】
　シンボルの前記数を4で割ると整数値および余り3が得られることを決定するための手段
と、
　前記整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの前記第1のサブセットの時間長
を計算するための手段と、
　前記整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの前記第2のサブセットの時間長
を計算するための手段とをさらに備える、請求項52に記載の装置。
【請求項５７】
　前記アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの前記数が閾値より大き
いと決定するための手段をさらに備える、請求項49に記載の装置。
【請求項５８】
　シンボルの前記数を2で割ったものの床関数をとることによって、シンボルの前記第1の
サブセットの時間長を計算するための手段と、
　シンボルの前記第1のサブセットの前記時間長をシンボルの前記数から引くことによっ
て、シンボルの前記第2のサブセットの時間長を計算するための手段とをさらに備える、
請求項57に記載の装置。
【請求項５９】
　シンボルの前記第1のサブセットの時間長およびシンボルの前記第2のサブセットの時間
長が等しくない、請求項49に記載の装置。
【請求項６０】
　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前
記コードが、プロセッサによって、
　アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し、
　前記アップリンク制御チャネルのシンボルの前記数またはアップリンク制御メッセージ
と関連付けられる情報ビットの数または両方に少なくとも一部基づいて、前記アップリン
ク制御メッセージを送信するための前記アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング
場所を決定し、
　前記周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯
域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、前記
アップリンク制御メッセージを送信する
　ように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６１】
　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前
記コードが、プロセッサによって、
　アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し、
　前記アップリンク制御チャネルのシンボルの前記数またはアップリンク制御メッセージ
と関連付けられる情報ビットの数または両方に少なくとも一部基づいて、前記アップリン
ク制御メッセージを送信するための前記アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング
場所を決定し、
　前記周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯
域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、前記
アップリンク制御メッセージを受信する
　ように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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相互参照
　本特許出願は、その各々が本出願の譲受人に譲渡される、2018年7月25日に出願された
「Frequency Hopping in an Uplink Control Channel」と題する、Huangらによる米国特
許出願第16/045,535号、および2017年7月28日に出願された「Frequency Hopping In An U
plink Control Channel」と題する、Huangらによる米国仮特許出願第62/538,544号の優先
権を主張する。
【０００２】
　以下は全般に、ワイヤレス通信に関し、より具体的には、アップリンク制御チャネルに
おける周波数ホッピングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロー
ドキャストなどの、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている
。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および
電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であるこ
とがある。そのような多元接続システムの例には、Long Term Evolution (LTE)システム
またはLTE-Advanced (LTE-A)システムなどの第4世代(4G)システム、およびNew Radio (NR
)システムと呼ばれることがある第5世代(5G)システムがある。これらのシステムは、符号
分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分
割多元接続(OFDMA)、または離散フーリエ変換-拡散-直交周波数分割多重化(DFT-S-OFDM)
などの技術を利用し得る。ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機
器(UE)として知られていることがある、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時に
サポートする、いくつかの基地局またはネットワークアクセスノードを含み得る。
【０００４】
　基地局は、ダウンリンクチャネルを介してデータをUEに送信することができ、UEは、ア
ップリンクチャネルを介してデータを基地局に送信することができる。いくつかの例では
、基地局は、UEのために1つまたは複数のアップリンク通信リソースを予約することによ
って、アップリンク送信のためにUEをスケジューリングすることができる。UEをスケジュ
ーリングするとき、基地局は、どのアップリンク通信リソースが予約されたかを示すグラ
ントをUEに送信することができる。UEは次いで、待機中の情報のアップリンク送信をアッ
プリンク通信リソースにマッピングすることができる。いくつかの場合、アップリンク通
信リソースは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の中に位置することがある、制御
情報を送信するためのアップリンクリソースを含むことがあり、または、物理アップリン
ク共有チャネル(PUSCH)の中に位置することがある、ユーザデータを送信するためのアッ
プリンクリソースを含むことがある。アップリンク制御またはデータリソースは、ある期
間および周波数位置と関連付けられることがあり、これはシンボル位置とも呼ばれること
がある。
【０００５】
　いくつかの例では、基地局は、単一の周波数帯域幅内でUEに通信リソースを割り振る。
しかしながら、単一の周波数帯域幅を介した送信は、その周波数帯域幅に固有の干渉を受
けやすいことがある。いくつかの場合、周波数ダイバーシティを達成し、周波数固有の干
渉が全体の送信を劣化させるのを防ぐために、周波数ホッピング(たとえば、第1の周波数
帯域幅において送信の第1の部分を送信し、第2の周波数帯域幅において送信の第2の部分
を送信すること)が使用され得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ワイヤレス通信システムは、アップリンク制御チャネルにおいて改良された周波数ホッ
ピング技法を利用し得る。一例では、ワイヤレスデバイスは、物理アップリンク制御チャ
ネル(PUCCH)を介したアップリンク制御情報(UCI)のアップリンク送信のための、アップリ
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ンクリソースの割振りを受信し得る。ワイヤレスデバイスは、PUCCHの長さと、UCIを表す
ために使用されるビットの数とに基づいて、PUCCH内の周波数ホッピング位置を特定し得
る。いくつかの場合、周波数ホッピング位置は、PUCCHをシンボル期間の第1のセットおよ
びシンボル期間の第2のセットへと区分する。周波数ホッピング位置を特定した後で、ワ
イヤレスデバイスは、シンボル期間の第1のセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、か
つシンボル期間の第2のセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、情報および基準シンボ
ルを含み得るUCIメッセージを送信し得る。
【０００７】
　ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、アップリンク制御チャネルのシンボルの
数を特定するステップと、アップリンク制御チャネルのシンボルの数、またはアップリン
ク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数、または両方に少なくとも一部基づい
て、アップリンク制御メッセージを送信するためのアップリンク制御チャネル内の周波数
ホッピング場所を決定するステップと、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1
のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつ、シンボルの第2のサブセットの間
は第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを送信するステップとを含
み得る。
【０００８】
　ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、アップリンク制御チャネルのシン
ボルの数を特定するための手段と、アップリンク制御チャネルのシンボルの数、またはア
ップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数、または両方に少なくとも一
部基づいて、アップリンク制御メッセージを送信するためのアップリンク制御チャネル内
の周波数ホッピング場所を決定するための手段と、周波数ホッピング場所に従って、シン
ボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつ、シンボルの第2のサブ
セットの間は第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを送信するため
の手段とを含み得る。
【０００９】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電
子的に通信しているメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、プロセ
ッサに、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定させ、アップリンク制御チャネ
ルのシンボルの数、またはアップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数
、または両方に少なくとも一部基づいて、アップリンク制御メッセージを送信するための
アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング場所を決定させ、周波数ホッピング場所
に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつ、シンボ
ルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを
送信させるように動作可能であり得る。
【００１０】
　ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、プロセッサに、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定させ
、アップリンク制御チャネルのシンボルの数、またはアップリンク制御メッセージと関連
付けられる情報ビットの数、または両方に少なくとも一部基づいて、アップリンク制御メ
ッセージを送信するためのアップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング場所を決定さ
せ、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯域
幅を介して、かつ、シンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、アッ
プリンク制御メッセージを送信させるように動作可能な命令を含み得る。
【００１１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数が閾値以下である可
能性があると決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
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らに、シンボルの数を2で割ったものの床関数をとることによってシンボルの第1のサブセ
ットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、シン
ボルの数からシンボルの第1のサブセットの時間長を引くことによってシンボルの第2のサ
ブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、周波数ホッピング場所は、アップリンク制御メッセージにおける情報シンボルと基準シ
ンボルとの関係に少なくとも一部基づいて決定され得る。
【００１４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を4で割ると整数値になると決定するためのプロセス、特徴、手段、
または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの例はさらに、その整数値に2を乗じることによってシンボルの第1のサブセ
ットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、その
整数値に2を乗じることによってシンボルの第2のサブセットの時間長を計算するためのプ
ロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を4で割ると整数値および余り1が得られると決定するためのプロセス
、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コン
ピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、その整数値に2を乗じることによってシンボ
ルの第1のサブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含
み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの
例はさらに、その整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの第2のサブセットの
時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を4で割ると整数値および余り2が得られると決定するためのプロセス
、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コン
ピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、その整数値に2を乗じることによってシンボ
ルの第1のサブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含
み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの
例はさらに、その整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの第2のサブセットの
時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を4で割ると整数値および余り3が得られると決定するためのプロセス
、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コン
ピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、その整数値に2を乗じて1を足すことによって
シンボルの第1のサブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命
令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例はさらに、その整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの第2のサブセ
ットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１８】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読記憶媒体のいくつかの例
では、アップリンク制御メッセージは、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シン
ボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える。
【００１９】
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　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読記憶媒体のいくつかの例
はさらに、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボルの第2のサブセットの時間
長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、シンボルの第
1のサブセットおよびシンボルの第2のサブセットのうちの少なくとも1つが等しい数の情
報シンボルおよび基準シンボルを備え、シンボルの第1のサブセットの数とシンボルの第2
のサブセットの数との差の絶対値が2以下であり得る。
【００２０】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数が閾値より大きい可
能性があると決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００２１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を2で割ったものの床関数をとることによってシンボルの第1のサブセ
ットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、シン
ボルの数からシンボルの第1のサブセットの時間長を引くことによってシンボルの第2のサ
ブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００２２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読記憶媒体のいくつかの例
はさらに、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボルの第2のサブセットの時間
長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、シンボルの第
1のサブセットの数とシンボルの第2のサブセットの数との差の絶対値が1以下であり得る
。
【００２３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読記憶媒体のいくつかの例
では、アップリンク制御メッセージは、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シン
ボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える。
【００２４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、その数のシンボルをUEに割り振るアップリンクグラントを受信するためのプロセス
、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００２５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク制御チャネルを介した送信のために周波数ホッピングを使用すべきで
あるという指示を受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００２６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク制御チャネルのフォーマットに少なくとも一部基づいてアップリンク
制御メッセージの中の情報ビットの数を特定するためのプロセス、特徴、手段、または命
令を含み得る。
【００２７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボルの第2のサブセットの時間長は等し
くない。
【００２８】
　ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、アップリンク制御チャネルのシンボルの
数を特定するステップと、アップリンク制御チャネルのシンボルの数、またはアップリン
ク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数、または両方に少なくとも一部基づい
て、アップリンク制御メッセージを送信するためのアップリンク制御チャネル内の周波数
ホッピング場所を決定するステップと、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1
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のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつ、シンボルの第2のサブセットの間
は第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを受信するステップとを含
み得る。
【００２９】
　ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、アップリンク制御チャネルのシン
ボルの数を特定するための手段と、アップリンク制御チャネルのシンボルの数、またはア
ップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数、または両方に少なくとも一
部基づいて、アップリンク制御メッセージを送信するためのアップリンク制御チャネル内
の周波数ホッピング場所を決定するための手段と、周波数ホッピング場所に従って、シン
ボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつ、シンボルの第2のサブ
セットの間は第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを受信するため
の手段とを含み得る。
【００３０】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電
子的に通信しているメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、プロセ
ッサに、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定させ、アップリンク制御チャネ
ルのシンボルの数、またはアップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数
、または両方に少なくとも一部基づいて、アップリンク制御メッセージを送信するための
アップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング場所を決定させ、周波数ホッピング場所
に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつ、シンボ
ルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを
受信させるように動作可能であり得る。
【００３１】
　ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、プロセッサに、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定させ
、アップリンク制御チャネルのシンボルの数、またはアップリンク制御メッセージと関連
付けられる情報ビットの数、または両方に少なくとも一部基づいて、アップリンク制御メ
ッセージを送信するためのアップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング場所を決定さ
せ、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1の周波数帯域
幅を介して、かつ、シンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介して、アッ
プリンク制御メッセージを受信させるように動作可能な命令を含み得る。
【００３２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数が閾値以下である可
能性があると決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００３３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を2で割ったものの床関数をとることによってシンボルの第1のサブセ
ットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、シン
ボルの数からシンボルの第1のサブセットの時間長を引くことによってシンボルの第2のサ
ブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００３４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、周波数ホッピング場所は、アップリンク制御メッセージにおける情報シンボルと基準シ
ンボルとの関係に少なくとも一部基づいて決定され得る。
【００３５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を4で割ると整数値になると決定するためのプロセス、特徴、手段、
または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒
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体のいくつかの例はさらに、その整数値に2を乗じることによってシンボルの第1のサブセ
ットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、その
整数値に2を乗じることによってシンボルの第2のサブセットの時間長を計算するためのプ
ロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００３６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を4で割ると整数値および余り1が得られると決定するためのプロセス
、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コン
ピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、その整数値に2を乗じることによってシンボ
ルの第1のサブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含
み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの
例はさらに、その整数値に2を乗じて1を足すことによってシンボルの第2のサブセットの
時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００３７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を4で割ると整数値および余り2が得られると決定するためのプロセス
、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コン
ピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、その整数値に2を乗じることによってシンボ
ルの第1のサブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含
み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの
例はさらに、その整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの第2のサブセットの
時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００３８】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を4で割ると整数値および余り3が得られると決定するためのプロセス
、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コン
ピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、その整数値に2を乗じて1を足すことによって
シンボルの第1のサブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命
令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例はさらに、その整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの第2のサブセ
ットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００３９】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読記憶媒体のいくつかの例
では、アップリンク制御メッセージは、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シン
ボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える。
【００４０】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読記憶媒体のいくつかの例
はさらに、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボルの第2のサブセットの時間
長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、シンボルの第
1のサブセットおよびシンボルの第2のサブセットのうちの少なくとも1つが等しい数の情
報シンボルおよび基準シンボルを備え、シンボルの第1のサブセットの数とシンボルの第2
のサブセットの数との差の絶対値が2以下であり得る。
【００４１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数が閾値より大きい可
能性があると決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００４２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、シンボルの数を2で割ったものの床関数をとることによってシンボルの第1のサブセ
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ットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、シン
ボルの数からシンボルの第1のサブセットの時間長を引くことによってシンボルの第2のサ
ブセットの時間長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００４３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読記憶媒体のいくつかの例
はさらに、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボルの第2のサブセットの時間
長を計算するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、シンボルの第
1のサブセットの数とシンボルの第2のサブセットの数との差の絶対値が1以下であり得る
。
【００４４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読記憶媒体のいくつかの例
では、アップリンク制御メッセージは、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シン
ボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える。
【００４５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク制御チャネルのフォーマットを示すアップリンクグラントを送信する
ためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、アップリンク制御チャネル
のフォーマットは、アップリンク制御メッセージの中の情報ビットの数と関連付けられる
ことがある。
【００４６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク制御チャネルを介した送信のために周波数ホッピングを使用すべきで
あるという指示を送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００４７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボルの第2のサブセットの時間長は等し
くない。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおいて周波数ホッピン
グをサポートするワイヤレス通信システムの例を示す図である。
【図２】本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピン
グをサポートするワイヤレス通信サブシステムの例を示す図である。
【図３】本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおいて周波数ホッピン
グをサポートする例示的なスロット構造を示す図である。
【図４Ａ】本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングをサポートする例示的な周波数ホッピングパターンを示す図である。
【図４Ｂ】本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングをサポートする例示的な周波数ホッピングパターンを示す図である。
【図４Ｃ】本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングをサポートする例示的な周波数ホッピングパターンを示す図である。
【図５】本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピン
グのための例示的なプロセスフローを示す図である。
【図６】本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピン
グのための例示的なプロセスフローを示す図である。
【図７】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングをサ
ポートするデバイスのブロック図である。
【図８】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングをサ
ポートするデバイスのブロック図である。
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【図９】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングをサ
ポートするUEを含むシステムのブロック図である。
【図１０】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートするデバイスのブロック図である。
【図１１】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートするデバイスのブロック図である。
【図１２】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートする基地局を含むシステムのブロック図である。
【図１３】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングの
ための方法を示す図である。
【図１４】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングの
ための方法を示す図である。
【図１５】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングの
ための方法を示す図である。
【図１６】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングの
ための方法を示す図である。
【図１７】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングの
ための方法を示す図である。
【図１８】本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングの
ための方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　送信の干渉低減のために他の周波数帯域幅が利用可能であるにもかかわらず、単一の周
波数帯域幅の中の通信リソースに送信を限定すると、周波数固有の干渉により送信が失敗
することがある。周波数ホッピングは通信デバイスに周波数ダイバーシティを提供するこ
とができ、周波数固有の干渉による送信の失敗を通信デバイスが避けることを可能にする
。周波数ホッピングパターンは、周波数ホッピングを実施するために使用されることがあ
り、1つまたは複数の連続する周波数ホップを含むことがあり、各周波数ホップは前の周
波数ホップと異なる周波数帯域幅を使用することがある。
【００５０】
　いくつかの場合、ワイヤレス通信システムは、アップリンク制御情報(たとえば、UCIメ
ッセージ)を送信するための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)において改良された周
波数ホッピング技法を利用し得る。周波数ホッピング技法は周波数ホッピング場所を決定
することを含むことがあり、周波数ホッピング場所は、メッセージの送信がある周波数帯
域幅から別の周波数帯域幅に移行するチャネル内の時間長またはシンボル期間位置であり
得る。ホップまたは周波数ホップは、その間はメッセージが単一の周波数帯域幅を介して
送信されている時間長(たとえば、シンボル期間の数で測られる)として言及され得る。た
とえば、周波数ホッピングパターンが2つの周波数ホップを含む場合、メッセージは、あ
る時間長(たとえば、第1のホップ)の間は第1の周波数帯域幅を介して送信されることがあ
り、そしてある時間長(たとえば、第2のホップ)の間は第2の周波数帯域幅を介して送信さ
れることがある。本開示の態様によれば、周波数ホッピング場所は、基準信号ビットに対
する情報ビットの比などの、何らかの送信特性を生み出すように計算され得る。
【００５１】
　いくつかの例では、このPUCCHは長いPUCCHと呼ばれることがあり、これは長さが4～14
個のシンボル期間をサポートし得る。UCIメッセージは、符号化されたUCIビットを搬送す
る情報シンボルと、たとえば、チャネル推定を決定するための基準を受信デバイスに提供
することによって、符号化されたUCIビットの復号を促進する基準シンボル(たとえば、DM
RS)とを含み得る。いくつかの場合、UCIメッセージは、情報および基準シンボルが時間的
に交互に現れるように構築される。たとえば、{RURURUR}および{URURURU}が例示的なUCI
メッセージパターンであってよく、ここで文字「R」は基準シンボルを示し、文字「U」は



(17) JP 2020-529155 A 2020.10.1

10

20

30

40

50

情報シンボルを示す。上記の例示的なUCIメッセージパターンは50%の基準シンボル密度を
有することがあり、すなわち、情報シンボルと同じ数の基準シンボルがある。{UURUU}お
よび{URURU}も例示的なUCIメッセージパターンであり、これは50%未満の基準シンボル密
度を有し得る。
【００５２】
　一例では、周波数ホッピングパターンは、UCIを表すために使用されるビットの数に基
づいて、PUCCH送信のために構築され得る。たとえば、第1の長さの長いPUCCHに対して、
第1の周波数ホッピングパターンは、UCIビットの数がビット閾値(たとえば、2ビット)以
下である場合に使用されることがあり、第2の周波数ホッピングパターンは、UCIビットの
数が閾値より大きい場合に使用されることがある。周波数ホッピングパターンはまた、長
いPUCCHの長さ、または長いPUCCHに含まれるシンボル期間の数に基づいて構築され得る。
たとえば、第1の周波数ホッピングパターンは、長いPUCCHが第1の数のシンボル期間にわ
たるときに使用されることがあり、第2の周波数ホッピングパターンは、長いPUCCHが第2
の数のシンボル期間にわたるときに使用されることがある。
【００５３】
　いくつかの例では、周波数ホッピングパターンは、UCIを表すために使用されるビット
の数および長いPUCCHの長さに基づいて構築され得る。たとえば、長いPUCCHが第1の数の
シンボル期間にわたるとき、第1の周波数ホッピングパターンが第1のUCIビットサイズの
ために使用されることがあり、長いPUCCHが第2の数のシンボル期間にわたるとき、第2の
周波数ホッピングパターンが第1のUCIビットサイズのために使用されることがある。その
上、第3の周波数ホッピングパターンが、長いPUCCHが第1の数のシンボル期間にわたると
きに第2のUCIビットサイズのために使用されることがある。たとえば、6つのシンボル期
間にわたるPUCCHおよび1ビットのUCIに対して、2つのシンボル期間にわたる第1の周波数
ホップおよび4つのシンボル期間にわたる第2の周波数ホップを含む、周波数ホッピングパ
ターンが構築され得る。7つのシンボル期間にわたるPUCCHおよび1ビットのUCIに対して、
3つのシンボル期間にわたる第1の周波数ホップおよび4つのシンボル期間にわたる第2の周
波数ホップを含む、周波数ホッピングパターンが構築され得る。そして、6つのシンボル
期間にわたるPUCCHおよび4ビットのUCIに対して、3つのシンボル期間にわたる第1の周波
数ホップおよび3つのシンボル期間にわたる第2の周波数ホップを含む、周波数ホッピング
パターンが構築され得る。
【００５４】
　いくつかの場合、周波数ホッピングパターンはさらに、周波数ホッピングパターンにお
ける各周波数ホップに対する所望の復調基準信号(DMRS)密度に基づいて構築され得る。い
くつかの例では、各周波数ホップに対する所望のDMRS密度は、UCIビットの数に基づく。
たとえば、2ビット以下のUCIに対して、各周波数ホップに対する所望のDMRS密度は50%で
あることがあり、すなわち、各周波数ホップは同じ数の情報シンボルおよび基準シンボル
を有する。一方で、2つより多くのビットを伴うUCIに対しては、所望のDMRS密度がないこ
とがある。したがって、6つのシンボル期間にわたるPUCCHおよび1ビットのUCIに対して、
2つのシンボル期間にわたる第1の周波数ホップおよび4つのシンボル期間にわたる第2の周
波数ホップを含む周波数ホッピングパターンが構築されることがあり、ここで{RU}が第1
の周波数ホップの間に送信されるシンボルを表し、{RURU}が第2の周波数ホップの間に送
信されるシンボルを表す。一方で、6つのシンボル期間にわたるPUCCHおよび3ビットのUCI
に対して、3つのシンボル期間にわたる第1の周波数ホップおよび3つのシンボル期間にわ
たる第2の周波数ホップを含む周波数ホッピングパターンが構築されることがあり、ここ
で{URU}が第1の周波数ホップの間に送信されるシンボルを表し、{URU}が第2の周波数ホッ
プの間に送信されるシンボルを表す。
【００５５】
　上で紹介された本開示の特徴がさらに、ワイヤレス通信システムの文脈で以下で説明さ
れる。次いで、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングのための例示的なプ
ロセスフローの具体的な例が説明される。本開示のこれらおよび他の特徴はさらに、アッ
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プリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングに関する装置図、システム図、およびフ
ローチャートによって示され、かつそれらを参照して説明される。
【００５６】
　図1は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおいて周波数ホッピ
ングをサポートするワイヤレス通信システム100の例を示す。ワイヤレス通信システム100
は、基地局105と、ユーザ機器(UE)115と、コアネットワーク130とを含む。いくつかの例
では、ワイヤレス通信システム100は、Long Term Evolution (LTE)ネットワーク、LTE-Ad
vanced (LTE-A)ネットワーク、またはNew Radio(NR)ネットワークであり得る。いくつか
の場合、ワイヤレス通信システム100は、拡張ブロードバンド通信、超高信頼(たとえば、
ミッションクリティカル)通信、低レイテンシ通信、または低コストで低複雑度のデバイ
スを用いた通信をサポートし得る。本開示の態様によれば、ワイヤレス通信システム100
は、アップリンクチャネルにおける周波数ホッピングを、より具体的には、アップリンク
メッセージと関連付けられる情報ビットの数およびアップリンクチャネルの長さに基づい
て周波数ホッピング場所を決定することをサポートし得る。
【００５７】
　UE115はワイヤレス通信システム100全体に分散していることがあり、各UE115は固定式
または移動式であることがある。UE115はまた、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス
、リモートデバイス、ハンドヘルドデバイス、もしくは加入者デバイスと呼ばれることが
あり、または何らかの他の適切な用語で呼ばれることがあり、「デバイス」は、ユニット
、局、端末、またはクライアントとも呼ばれることがある。UE115はまた、携帯電話、携
帯情報端末(PDA)、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、またはパーソ
ナルコンピュータなどの個人向け電子デバイスであり得る。いくつかの例では、UE115は
また、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、Internet of Things (IoT)デバイス、Interne
t of Everything (IoE)デバイス、またはマシンタイプ通信(MTC)デバイスなどを指すこと
があり、これらは、家電機器、車両、計測器などの様々な物品において実装されることが
ある。
【００５８】
　MTCデバイスまたはIoTデバイスなどのいくつかのUE115は、低コストまたは低複雑度デ
バイスであることがあり、機械間の自動化された通信を(たとえば、マシンツーマシン(M2
M)通信を介して)可能にすることがある。M2M通信またはMTCは、人が介在することなく、
デバイスが互いにまたは基地局105と通信することを可能するデータ通信技術を指すこと
がある。いくつかの例では、M2M通信またはMTCは、情報を測定または捕捉するためにセン
サもしくはメータを組み込み、情報を活用することができる中央サーバもしくはアプリケ
ーションプログラムにその情報を中継するか、または、プログラムもしくはアプリケーシ
ョンと対話する人間に情報を提示する、デバイスからの通信を含み得る。いくつかのUE11
5は、情報を収集し、または機械の自動化された挙動を可能にするように設計され得る。M
TCデバイスの用途の例には、スマートメータリング、在庫モニタリング、水位モニタリン
グ、機器モニタリング、医療モニタリング、野生生物モニタリング、天候および地質学的
事象モニタリング、船団管理および追跡、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制
御、ならびに取引ベースのビジネス課金がある。
【００５９】
　いくつかのUE115は、半二重通信(たとえば、送信または受信を介した一方向通信をサポ
ートするが、同時の送信および受信をサポートしないモード)などの、電力消費を減らす
動作モードを利用するように構成され得る。いくつかの例では、半二重通信は、低減され
たピークレートで実行され得る。UE115のための他の電力節約技法は、アクティブな通信
に関与していないときに電力を節約する「ディープスリープ」モードに入ること、または
限られた帯域幅を介して(たとえば、狭帯域通信に従って)動作することを含み得る。いく
つかの場合、UE115は重要な機能(たとえば、ミッションクリティカル機能)をサポートす
るように設計されることがあり、ワイヤレス通信システム100は、これらの機能のために
超高信頼性通信を提供するように構成されることがある。
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【００６０】
　いくつかの場合、UE115はまた、(たとえば、ピアツーピア(P2P)またはデバイスツーデ
バイス(D2D)プロトコルを使用して)他のUE115と直接通信することが可能であり得る。D2D
通信を利用するUE115のグループのうちの1つまたは複数は、基地局105の地理的カバレッ
ジエリア110内にあり得る。そのようなグループの中の他のUE115は、基地局105の地理的
カバレッジエリア110の外にあり、または別様に基地局105からの送信を受信できないこと
がある。いくつかの場合、D2D通信を介して通信するUE115のグループは、各UE115がグル
ープの中のあらゆる他のUE115に送信する1対多(1:M)システムを利用し得る。いくつかの
場合、基地局105は、D2D通信のためのリソースのスケジューリングを促進する。他の場合
には、D2D通信は、基地局105の関与を伴わずにUE115間で実行される。
【００６１】
　本明細書で説明される基地局105は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイ
ント、無線トランシーバ、NodeB、eNodeB(eNB)、次世代NodeBもしくはギガnodeB(そのい
ずれもgNBと呼ばれることがある)、Home NodeB、Home eNodeB、または何らかの他の好適
な用語を含むことがあり、またはそのように当業者によって呼ばれることがある。ワイヤ
レス通信システム100は、異なるタイプの基地局105(たとえば、マクロ基地局またはスモ
ールセル基地局)を含み得る。本明細書で説明されるUE115は、マクロeNB、スモールセルe
NB、gNB、中継基地局などを含む、様々なタイプの基地局105およびネットワーク機器と通
信することが可能であり得る。
【００６２】
　基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスに通信し得
る。各基地局105は、様々なUE115との通信がサポートされる特定の地理的カバレッジエリ
ア110と関連付けられ得る。各基地局105は、通信リンク125を介してそれぞれの地理的カ
バレッジエリア110に対する通信カバレッジを提供することができ、基地局105とUE115と
の間の通信リンク125は、1つまたは複数のキャリアを利用することができる。ワイヤレス
通信システム100に示される通信リンク125は、UE115から基地局105へのアップリンク送信
、または基地局105からUE115へのダウンリンク送信を含み得る。ダウンリンク送信は、順
方向リンク送信と呼ばれることもあり、アップリンク送信は、逆方向リンク送信と呼ばれ
ることもある。
【００６３】
　基地局105のための地理的カバレッジエリア110は、地理的カバレッジエリア110の一部
分のみを構成するセクタへと分割されることがあり、各セクタはセルと関連付けられるこ
とがある。たとえば、各基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポット、も
しくは他のタイプのセル、またはそれらの様々な組合せに通信カバレッジを提供し得る。
いくつかの例では、基地局105は、移動可能であることがあり、したがって、移動する地
理的カバレッジエリア110に通信カバレッジを提供することがある。いくつかの例では、
異なる技術と関連付けられる異なる地理的カバレッジエリア110は、重複することがあり
、異なる技術と関連付けられる重複する地理的カバレッジエリア110は、同じ基地局105に
よって、または異なる基地局105によってサポートされることがある。ワイヤレス通信シ
ステム100は、たとえば、異なるタイプの基地局105が様々な地理的カバレッジエリア110
に対するカバレッジを提供する異種LTE/LTE-AネットワークまたはNRネットワークを含み
得る。
【００６４】
　「セル」という用語は、基地局105と(たとえば、キャリアを介して)通信するために使
用される論理通信エンティティを指し、同じまたは異なるキャリアを介して動作する近隣
セルを区別するための識別子(たとえば、物理セル識別子(PCID)、仮想セル識別子(VCID))
と関連付けられ得る。いくつかの例では、キャリアは、複数のセルをサポートすることが
でき、異なるセルは、異なるタイプのデバイスにアクセスを提供し得る異なるプロトコル
タイプ(たとえば、MTC、狭帯域Internet-of-Things (NB-IoT)、拡張モバイルブロードバ
ンド(eMBB)など)に従って構成され得る。いくつかの場合、「セル」という用語は、それ
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を介して論理エンティティが動作する地理的カバレッジエリア110(たとえば、セクタ)の
一部分を指すことがある。
【００６５】
　基地局105はまた、コアネットワーク130と通信し、かつ互いと通信し得る。たとえば、
基地局105は、バックホールリンク132を通じて(たとえば、S1または他のインターフェー
スを介して)コアネットワーク130とインターフェースし得る。基地局105は、バックホー
ルリンク134を介して(たとえば、X2または他のインターフェースを介して)、直接(たとえ
ば、基地局105間で直接)、または間接的に(たとえば、コアネットワーク130を介して)の
いずれかで互いと通信し得る。
【００６６】
　コアネットワーク130は、ユーザ認証、アクセス許可、トラッキング、インターネット
プロトコル(IP)接続性、および他のアクセス機能、ルーティング機能、またはモビリティ
機能を提供し得る。コアネットワーク130は、evolved packet core (EPC)であってよく、
これは、少なくとも1つのモビリティ管理エンティティ(MME)、少なくとも1つのサービン
グゲートウェイ(S-GW)、および少なくとも1つのパケットデータネットワーク(PDN)ゲート
ウェイ(P-GW)を含み得る。MMEは、EPCと関連付けられる基地局105によってサービスされ
るUE115に対するモビリティ、認証、およびベアラ管理などの、非アクセス層(たとえば、
制御プレーン)機能を管理することができる。ユーザIPパケットは、それ自体がP-GWに接
続され得るS-GWを通じて転送され得る。P-GWは、IPアドレス割振りならびに他の機能を提
供し得る。P-GWは、ネットワーク事業者のIPサービスに接続され得る。事業者のIPサービ
スは、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、または
パケット交換(PS)ストリーミングサービスへのアクセスを含み得る。
【００６７】
　基地局105などのネットワークデバイスのうちの少なくともいくつかは、アクセスネッ
トワークエンティティなどの副構成要素を含むことがあり、アクセスネットワークエンテ
ィティは、アクセスノードコントローラ(ANC)の例であることがある。各アクセスネット
ワークエンティティは、無線ヘッド、スマート無線ヘッド、または送信/受信ポイント(TR
P)と呼ばれ得る、いくつかの他のアクセスネットワーク送信エンティティを通じてUE115
と通信し得る。いくつかの構成では、各アクセスネットワークエンティティまたは基地局
105の様々な機能は、様々なネットワークデバイス(たとえば、無線ヘッドおよびアクセス
ネットワークコントローラ)にわたって分散されることがあり、または単一のネットワー
クデバイス(たとえば、基地局105)に統合されることがある。
【００６８】
　ワイヤレス通信システム100は、通常は300MHzから300GHzの範囲の、1つまたは複数の周
波数帯域を使用して動作し得る。一般に、300MHzから3GHzの領域は、超高周波(UHF)領域
またはデシメートル帯域として知られているが、これは、波長の長さが、およそ1デシメ
ートルから1メートルに及ぶからである。UHF波は、建物および環境的な地物によって遮蔽
され、または方向が変えられ得る。しかしながら、これらの波は、マクロセルが屋内に位
置するUE115にサービスを提供するのに十分に構造物を貫通し得る。UHF波の送信は、300M
Hz未満のスペクトルの高周波(HF)部分または超高周波(VHF)部分のより低い周波数および
より長い波を使用する送信と比較して、より小型のアンテナおよびより短い距離(たとえ
ば、100km未満)と関連付けられ得る。
【００６９】
　ワイヤレス通信システム100は、センチメートル帯域としても知られている、3GHzから3
0GHzの周波数帯域を使用して超高周波(SHF)領域でも動作し得る。SHF領域は、他のユーザ
からの干渉に耐え得るデバイスによって機会主義的に使用され得る、5GHzの産業科学医療
(ISM)帯域などの帯域を含む。
【００７０】
　ワイヤレス通信システム100は、ミリメートル帯域としても知られている、(たとえば、
30GHzから300GHzの)スペクトルの極高周波(EHF)領域でも動作し得る。いくつかの例では
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、ワイヤレス通信システム100は、UE115と基地局105との間のミリメートル波(mmW)通信を
サポートすることができ、それぞれのデバイスのEHFアンテナは、UHFアンテナよりもさら
に小さいことがあり、間隔がより狭いことがある。いくつかの場合、これは、UE115内の
アンテナアレイの使用を促進し得る。しかしながら、EHF送信の伝搬は、SHF送信またはUH
F送信よりもさらに大気減衰が大きく、距離が短いことがある。本明細書で開示される技
法は、1つまたは複数の異なる周波数領域を使用する送信にわたって利用されることがあ
り、これらの周波数領域にわたる帯域の指定された使用は、国ごとにまたは規制団体ごと
に異なることがある。
【００７１】
　いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、免許無線周波数スペクトル帯域と免
許不要無線周波数スペクトル帯域の両方を利用することができる。たとえば、ワイヤレス
通信システム100は、5GHzのISM帯域などの免許不要帯域においてLicense Assisted Acces
s (LAA)、LTE Unlicensed (LTE-U)無線アクセス技術またはNR技術を利用することができ
る。免許不要無線周波数スペクトル帯域において動作するとき、基地局105およびUE115な
どのワイヤレスデバイスは、データを送信する前に周波数チャネルがクリアであることを
保証するために、リッスンビフォアトーク(LBT)手順を利用することができる。いくつか
の場合、免許不要帯域における動作は、免許帯域において動作するCCと連携したCA構成(
たとえば、LAA)に基づき得る。免許不要スペクトルにおける動作は、ダウンリンク送信、
アップリンク送信、ピアツーピア送信、またはこれらの組合せを含み得る。免許不要スペ
クトルにおける複信は、周波数分割複信(FDD)、時分割複信(TDD)、またはその両方の組合
せに基づき得る。
【００７２】
　いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、階層化プロトコルスタックに従って
動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレーンでは、ベアラまたはパ
ケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤにおける通信は、IPベースであり
得る。無線リンク制御(RLC)レイヤは、いくつかの場合、論理チャネルを介して通信する
ためのパケットセグメント化および再アセンブリを実行し得る。媒体アクセス制御(MAC)
レイヤは、優先度処理と、トランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化とを実行し
得る。MACレイヤはまた、MACレイヤにおける再送信を行ってリンク効率を改善するために
、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)を使用し得る。制御プレーンでは、無線リソース制御
(RRC)プロトコルレイヤが、ユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポートする、U
E115と基地局105またはコアネットワーク130との間のRRC接続の確立、構成、および保守
を行い得る。物理(PHY)レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネルにマッ
ピングされ得る。
【００７３】
　LTEまたはNRにおける時間間隔は、たとえば、Ts=1/30,720,000秒のサンプリング期間を
基準とし得る、基本時間単位の倍数で表され得る。通信リソースの時間間隔は、10ミリ秒
(ms)の時間長を各々有する無線フレームに従って編成されることがあり、フレーム期間は
Tf=307200Tsと表され得る。無線フレームは、0から1023に及ぶシステムフレーム番号(SFN
)によって識別され得る。各フレームは、0から9の番号を付けられた10個のサブフレーム
を含むことがあり、各サブフレームは1msという時間長を有することがある。サブフレー
ムはさらに、各々0.5msという時間長を有する2つのスロットへと分割されることがあり、
各スロットは、(たとえば、各シンボル期間の先頭に付加される巡回プレフィックスの長
さに応じて)6個または7個の変調シンボル期間を含むことがある。巡回プレフィックスを
除いて、各シンボル期間は2048個のサンプリング期間を含み得る。いくつかの場合、サブ
フレームは、ワイヤレス通信システム100の最小のスケジューリング単位であることがあ
り、送信時間間隔(TTI)と呼ばれることがある。他の場合には、ワイヤレス通信システム1
00の最小のスケジューリング単位は、サブフレームより短いことがあり、または、(たと
えば、短縮TTI(sTTI)のバーストにおいて、またはsTTIを使用する選択されたコンポーネ
ントキャリアにおいて)動的に選択されることがある。
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【００７４】
　いくつかのワイヤレス通信システムでは、スロットはさらに、1つまたは複数のシンボ
ルを含む複数のミニスロットへと分割され得る。いくつかの事例では、ミニスロットのシ
ンボルまたはミニスロットが、スケジューリングの最小単位であり得る。各シンボルは、
たとえばサブキャリア間隔または動作の周波数帯域に応じて、時間長が異なり得る。さら
に、いくつかのワイヤレス通信システムは、複数のスロットまたはミニスロットが一緒に
集約されてUE115と基地局105との間の通信に使用されるような、スロットアグリゲーショ
ンを実装し得る。
【００７５】
　「キャリア」という用語は、通信リンク125上で通信をサポートするための定義された
物理レイヤ構造を有する無線周波数スペクトルリソースのセットを指す。たとえば、通信
リンク125のキャリアは、所与の無線アクセス技術のための物理レイヤチャネルに従って
動作する無線周波数スペクトル帯域の一部分を含み得る。各物理レイヤチャネルは、ユー
ザデータ、制御情報、または他のシグナリングを搬送することができる。キャリアは、事
前定義された周波数チャネル(たとえば、E-UTRA絶対無線周波数チャネル番号(EARFCN))と
関連付けられることがあり、UE115による発見のためにチャネルラスタに従って配置され
ることがある。キャリアは、ダウンリンクまたはアップリンク(たとえば、FDDモードにお
ける)であることがあり、またはダウンリンク通信およびアップリンク通信(たとえば、TD
Dモードにおける)を搬送するように構成されることがある。いくつかの例では、キャリア
を介して送信される信号波形は、(たとえば、OFDMまたはDFT-s-OFDMなどの、マルチキャ
リア変調(MCM)技法を使用して)複数のサブキャリアから構成され得る。
【００７６】
　キャリアの組織構造は、異なる無線アクセス技術(たとえば、LTE、LTE-A、NRなど)に対
して異なり得る。たとえば、キャリアを介した通信はTTIまたはスロットに従って編成さ
れることがあり、これらの各々は、ユーザデータの復号をサポートするための、ユーザデ
ータならびに制御情報またはシグナリングを含むことがある。キャリアはまた、専用の取
得シグナリング(たとえば、同期信号またはシステム情報など)と、そのキャリアのための
動作を協調させる制御シグナリングとを含み得る。いくつかの例では(たとえば、キャリ
アアグリゲーション構成では)、キャリアはまた、取得シグナリングまたは他のキャリア
のための動作を協調させる制御シグナリングを有し得る。
【００７７】
　物理チャネルは、様々な技法に従ってキャリア上で多重化され得る。物理制御チャネル
および物理データチャネルは、たとえば、時分割多重化(TDM)技法、周波数分割多重化(FD
M)技法、またはハイブリッドTDM-FDM技法を使用して、ダウンリンクキャリア上で多重化
され得る。いくつかの例では、物理制御チャネルにおいて送信される制御情報は、異なる
制御領域の間で(たとえば、共通制御領域または共通探索空間と1つまたは複数のUE固有制
御領域またはUE固有探索空間との間に)カスケード方式で分散され得る。
【００７８】
　キャリアは、無線周波数スペクトルの特定の帯域幅と関連付けられることがあり、いく
つかの例では、キャリア帯域幅は、キャリアまたはワイヤレス通信システム100の「シス
テム帯域幅」と呼ばれることがある。たとえば、キャリア帯域幅は、特定の無線アクセス
技術のキャリアに対するいくつかの所定の帯域幅(たとえば、1.4、3、5、10、15、20、40
、または80MHz)のうちの1つであり得る。いくつかの例では、各々のサービスされるUE115
は、キャリア帯域幅の一部またはすべてにわたって動作するために構成され得る。他の例
では、いくつかのUE115は、キャリア内のあらかじめ定められた部分または範囲(たとえば
、サブキャリアまたはRBのセット)と関連付けられる狭帯域プロトコルタイプを使用した
動作のために構成され得る(たとえば、狭帯域プロトコルタイプの「帯域内」展開)。
【００７９】
　NRシステムなどのワイヤレス通信システムは、とりわけ、免許スペクトル帯域、共有ス
ペクトル帯域、および免許不要スペクトル帯域の任意の組合せを利用し得る。eCCシンボ
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ル時間長およびサブキャリア間隔の柔軟性により、複数のスペクトルにわたるeCCの使用
が可能になり得る。いくつかの例では、NR共有スペクトルは、具体的にはリソースの動的
な垂直方向の(たとえば、周波数にわたる)共有と水平方向の(たとえば、時間にわたる)共
有とを通じて、スペクトル利用率およびスペクトル効率を向上させ得る。
【００８０】
　いくつかの場合、UE115および基地局105は、データが正常に受信される確率を高めるた
めにデータの再送信をサポートし得る。HARQフィードバックは、データが通信リンク125
を介して正しく受信される確率を高める1つの技法である。HARQは、(たとえば、巡回冗長
検査(CRC)を使用する)誤り検出、前方誤り訂正(FEC)、および再送信(たとえば、自動再送
要求(ARQ))の組合せを含み得る。HARQは、劣悪な無線状態(たとえば、信号対雑音状態)で
のMACレイヤにおけるスループットを改善し得る。いくつかの場合、ワイヤレスデバイス
は、同じスロットのHARQフィードバックをサポートすることがあり、このとき、デバイス
は、ある特定のスロットの中の前のシンボルにおいて受信されたデータに対するHARQフィ
ードバックをそのスロットにおいて提供し得る。他の場合、デバイスは、後続のスロット
において、または何らかの他の時間間隔に従って、HARQフィードバックを提供し得る。
【００８１】
　基地局105は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して制御情報をUE115に送信
し、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を介してデータを送信し得る。いくつかの場
合、通信リソースの第1のサブセットはPDCCHに割り振られ、通信リソースの第2のサブセ
ットはPDSCHに割り振られる。同様に、UE115は、PUCCHを介して制御情報を基地局に送信
し、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を介してデータを送信し得る。いくつかの場
合、通信リソースの第1のサブセットはPUCCHに割り振られ、通信リソースの第2のサブセ
ットはPUSCHに割り振られる。いくつかの例では、PUCCHの構造は変わり得る。たとえば、
PUCCHは、2つ以下のシンボル期間にわたり得る短いPUCCHであることがあり、または、4つ
以上のシンボル期間にわたり得る長いPUCCHであることがある。
【００８２】
　いくつかの場合、UE115および基地局105は、周波数ダイバーシティを達成して送信に対
する周波数固有の干渉の影響を軽減するために、周波数ホッピングを使用して情報を送信
し得る。周波数ホッピング技法を使用するデバイスは、第1の周波数ホップの間は送信の
一部分がある周波数で送信され、第2の周波数ホップの間は送信の別の部分が別の周波数
で送信されるように、送信を区分し得る。周波数ホップの組合せは周波数ホッピングパタ
ーンと呼ばれることがあり、これはM個の周波数にわたるN回の周波数ホップを含むことが
ある。いくつかの例では、基地局105は、アップリンクリソースブロック割当てと、設定
されると対応するアップリンク送信の間に周波数ホッピングをUE115に実行させるアップ
リンク周波数ホッピングフラグとを含む、ダウンリンク制御情報(DCI)をUE115に送信し得
る。周波数ホッピングフラグが設定されないとき、UE115は、単一の周波数を使用してリ
ソースブロック割当てにおいて割り振られるリソースを介して、スケジューリングされた
アップリンク送信を実行し得る。いくつかの例では、基地局105は、UE115から受信された
スケジューリング要求に応答して、アップリンクスケジューリング情報を送信する。他の
例では、UE115は、あるアップリンクリソース上で送信するように、定期的にまたは準定
期的にスケジューリングされる。
【００８３】
　UE115は、スケジューリングされたアップリンクリソースを介してアップリンク情報を
送信し得る。UE115は、制御情報のアップリンク送信のためのUCIを生成することができ、
これは、HARQフィードバックおよび/またはチャネル状態情報(CSI)報告を含むことがある
。CSI報告は、測定されたチャネル条件に基づいてUEによって生成されるチャネル品質情
報(CQI)を含み得る。いくつかの場合、UE115は、UCIメッセージにおいてPUCCHリソースを
使用してUCIを基地局105に送信し得る。UCIメッセージは異なるUCIフォーマットに従って
構築されることがあり、可変の数のUCIビットが対応するフォーマットに基づいてUCIメッ
セージに含まれることがある。いくつかの場合、UCIを表すために使用されるビット(また
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は「UCIビット」)の数は、割り当てられたPUCCHフォーマットに基づく。たとえば、PUCCH
フォーマット1aでは、HARQフィードバックを搬送するために1ビットが使用され得るが、P
UCCHフォーマット2では、CQIを搬送するために20ビットが使用され得る。いくつかの例で
は、UE115は、キャリア帯域幅の中のPUCCHリソースの位置に基づいて、PUCCHフォーマッ
トを特定し得る。たとえば、キャリア帯域幅の外側の部分は、PUCCHフォーマット2、2a、
および2bに割り振られ得るが、キャリア帯域幅の内側の部分は、PUCCHフォーマット1、1a
、および2bに割り振られ得る。
【００８４】
　いくつかの場合、UCIメッセージは、符号化されたUCIビットを搬送する情報シンボルと
、たとえば、チャネル推定を決定するための基準を受信デバイスに提供することによって
、符号化されたUCIビットの復号を促進するDMRSなどの基準シンボルとを含み得る。いく
つかの場合、UCIメッセージは、情報および基準シンボルが時間的に交互に現れるように
構築される。たとえば、{RURURUR}および{URURURU}がUCIメッセージによって使用される
例示的なパターンであってよく、ここで文字「R」は基準シンボルを示し、文字「U」は情
報シンボルを示す。いくつかの例では、50%という基準シンボル密度、すなわち、等しい
数の情報シンボルおよび基準シンボルが、UCIメッセージ送信に望ましい。他の例では、
たとえば、UCIビットの数が2より大きいとき、50%未満の基準シンボル密度がUCIメッセー
ジ送信に望ましい。たとえば、UCIメッセージは、パターン{UURUU}または{UUURUUU}を有
し得る。
【００８５】
　上で論じられたように、周波数固有の干渉に対する回復力をもたらすために周波数ホッ
ピングが使用されることがあり、UE115は、UCIメッセージを送信するとき、たとえば、基
地局によって要求されるときに、または周波数固有の干渉を特定した後で、周波数ホッピ
ングを利用することがある。しかしながら、いくつかのUCIフォーマットでは、UCIメッセ
ージを複数の周波数ホップへと区分することは、周波数ホップの間に送信されるUCIメッ
セージの部分に対する望ましくない基準シンボル密度(たとえば、50%未満)をもたらすこ
とがある。たとえば、2ビット以下のUCIおよび6つのシンボル期間にわたるPUCCHに対して
、3つのシンボル期間の第1の周波数ホップおよび3つの後続のシンボル期間の第2の周波数
ホップを介してUCIメッセージを送信すると、{URU}と表され得るUCIメッセージの第1の部
分が33.3%の基準シンボル密度で第1の周波数ホップの間に送信されるようになり、{URU}
と表され得るUCIメッセージの第2の部分が33.3%の基準シンボル密度で第2の周波数ホップ
の間に送信されるようになる。
【００８６】
　UE115または基地局105などのデバイスは、長いPUCCH(これはサイズが4～14個のシンボ
ル期間にわたって変動し得る)においてリソース割振りを送信/受信し、たとえばスケジュ
ーリングされたPUCCHフォーマットに基づいて、UCIメッセージにおいて搬送されるべきUC
Iビットの数を特定し得る。デバイスは次いで、長いPUCCHの長さおよびUCIビットの数に
基づいて、第1の周波数ホップのための長いPUCCHの中の第1の数のシンボル期間と、第2の
周波数ホップのための長いPUCCHの中の第2の数のシンボル期間とを決定し得る。UE115は
、第1の周波数ホップの間は第1の周波数を介して、かつ第2の周波数ホップの間は第2の周
波数を介して、UCIメッセージを送信し得る。基地局は、第1の周波数ホップの間は第1の
周波数を介して、かつ第2の周波数ホップの間は第2の周波数を介して、UCIメッセージを
送信し得る。
【００８７】
　図2は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングをサポートするワイヤレス通信サブシステム200の例を示す。ワイヤレス通信サブシ
ステム200は、UE115-aおよび基地局105-aを含むことがあり、これらは、図1を参照して上
で説明されたUE115または基地局105の例であることがあり、ダウンリンク205およびアッ
プリンク210を介して互いに通信することがある。
【００８８】
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　基地局105-aは、ダウンリンク205を介して、制御情報およびデータをUE115-aに送信し
得る。いくつかの例では、基地局105-aは、ダウンリンク205を介してDCIメッセージ215を
UE115-aに送信する。DCIメッセージ215は、UE115-aのための送信を搬送するダウンリンク
リソースの位置、送信電力コマンド(TPC)、周波数ホッピング情報などを、UE115-aに示す
ものを含み得る。いくつかの場合、DCIメッセージ215は、たとえば、UE115-aに割り振ら
れる時間および周波数リソースを示すことによって、予約されたアップリンクリソースの
間のアップリンク送信のためにUE115-aをスケジューリングするアップリンクグラントを
含む。
【００８９】
　UE115-aは、基地局105-aから受信されたアップリンクグラントから特定されるアップリ
ンクリソースを介して制御情報およびデータを基地局105-aに送信し得る。いくつかの場
合、UE115-aは、アップリンク制御チャネル(たとえば、PUCCHまたは長いPUCCH)の中のリ
ソースを割り振られ、UCIメッセージ220などの制御情報を送信する。いくつかの例では、
UE115-aは、UCIメッセージ220を送信するための周波数ホッピングパターンを使用する。
たとえば、UE115-aは、第1の周波数ホップの間は第1の周波数帯域幅を介してUCIメッセー
ジ220の第1の部分を送信し、第2の周波数ホップの間は第2の周波数帯域幅を介してUCIメ
ッセージ220の第2の部分を送信し得る。
【００９０】
　上で論じられたように、UCIメッセージ220は、いくつかの異なるフォーマットに従って
構築されることがあり、可変の数のUCIビットが、選択されたフォーマットに基づいてUCI
メッセージ220において搬送されることがある。たとえば、PUCCHフォーマット1aではUCI
を表すために1ビットが使用されることがあり、PUCCHフォーマット2ではUCIを表すために
20ビットが使用されることがある。いくつかの場合、UCIメッセージ220は、符号化された
UCIビットを搬送する情報シンボルと、符号化されたUCIビットの復号を促進するDMRSなど
の基準シンボルとを含み得る。いくつかの場合、UCIメッセージ220は、情報シンボルおよ
び基準シンボルが時間的に交互に現れるように構築される。たとえば、{RURURUR}および{
URURURU}がUCIメッセージ220の例示的なパターンであってよく、ここで文字「R」は基準
シンボルを示し、文字「U」は情報シンボルを示す。
【００９１】
　いくつかの例では、UE115-aは、PUCCHのフォーマット(たとえば、フォーマット0、フォ
ーマット1など)、UCIメッセージ220においてUCIを搬送するために使用されるビット(また
は「UCIビット」)の数、および、長いPUCCHの長さまたは長いPUCCHに対して割り振られる
シンボル期間の数に基づいて、UCIメッセージ220を送信するための周波数ホッピングパタ
ーンを決定し得る。たとえば、2つ以下のUCIビットおよび4つのシンボル期間の長いPUCCH
に対して、周波数ホッピングパターンは割り振られた制御リソースを半分に分割し得るの
で、第1の周波数ホップは2つのシンボル期間にわたり、第2の周波数ホップは2つの後続の
シンボル期間にわたる。一方、2つ以下のUCIビットおよび6つのシンボルの長いPUCCHに対
して、周波数ホッピングパターンは割り振られた制御リソースを半分に分割しないことが
あり、代わりに、2つのシンボル期間の第1の周波数ホップおよび4つのシンボル期間の第2
の周波数ホップを含む。
【００９２】
　いくつかの例では、異なる周波数ホッピングパターンは、各周波数ホップに対する所望
の基準シンボル密度に基づいて決定される。たとえば、6つのシンボルを伴う長いPUCCHに
対して、2つのシンボル期間の第1の周波数ホップは{UR}と表されることがあり、4つのシ
ンボル期間の第2の周波数ホップは{URUR}と表されることがあり、50%の基準シンボル密度
が両方の周波数ホップに対して存在することがある。一方、周波数ホッピングパターンが
、{URU}と表され得る3つのシンボル期間の第1の周波数ホップおよび{URU}と表され得る3
つのシンボル期間の第2の周波数ホップへと分割される場合、両方の周波数ホップが33.3%
の基準シンボル密度を有し得る。
【００９３】
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　いくつかの例では、各周波数ホップに対する所望の基準シンボル密度はUCIビットの数
に依存する。たとえば、UCIメッセージ220が閾値の数以下のUCI(たとえば、2ビット)を搬
送する場合、50%の基準シンボル密度、すなわち等しい数の情報シンボルおよび基準シン
ボルを伴うUCIメッセージが望ましいことがある。長いPUCCHはサイズが変動し得るので、
所望の基準シンボル密度が異なるサイズの長いPUCCHにおいて維持されることを保証する
ために、異なる周波数ホッピングパターンが使用され得る。
【００９４】
　周波数ホッピング位置を特定し、UCIビットの数が閾値以下であるときに周波数ホッピ
ングパターンの少なくとも1つの周波数ホップにおいて50%の基準シンボル密度を達成する
ために、以下の式のセットが使用され得る。以下の式は例として与えられ、他の技法また
は定式化が、周波数ホッピングパターンまたは周波数ホッピング位置を決定するために、
本開示の態様に従って使用され得る。たとえば、送信に使用される周波数ホップの数が2
より多い場合、異なる式が使用され得る。
【数１】

　ここで、Nは長いPUCCHの中のシンボルの数を表し、Mは整数値を表し、Hop1は第1の周波
数ホップにおけるシンボルの数を表し、Hop2は第2の周波数ホップにおけるシンボルの数
を表す。
【００９５】
　Table 1(表1)は、UCIビットの数が2ビット以下であるときに、可変サイズの長いPUCCH
に対して式のセット1を適用する結果を表す。
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【００９６】
　上で論じられたように、各周波数ホップに対する所望の基準シンボル密度はUCIビット
の数に依存する。たとえば、UCIメッセージ220が閾値の数のUCI(たとえば、2ビット)以上
を搬送する場合、50%未満の基準シンボル密度、すなわち等しい数の情報シンボルおよび
基準シンボルを伴うUCIメッセージが望ましいことがある。たとえば、UCIメッセージ220
が3～10個のUCIビットを搬送する場合、周波数ホップ当たり少なくとも2つの基準シンボ
ルが、たとえば、{URURU}、{URURUU}、{UURURUU}などが望ましいことがある。一方、UCI
メッセージ220が10個より多くのUCIビットを搬送する場合、周波数ホップ当たり少なくと
も1つの基準シンボルが、たとえば、{UURUU}、{UUURUUU}などが望ましいことがある。
【００９７】
　UCIメッセージ220が2つより多くのUCIビットを搬送する場合、長いPUCCHに対する周波
数ホッピングパターンは、第1の周波数ホップに割り振られるシンボル期間の数と第2の周
波数ホップに割り振られるシンボル期間の数との差が1以下になるように構築され得る。
いくつかの場合、周波数ホップのサイズは、基準シンボル密度を考慮せずに決定される。
いくつかの場合、決定された周波数ホップのために使用される情報/基準シンボルパター
ンは、周波数ホップのサイズおよびUCIメッセージ220によって搬送されるUCIビットの数
に基づく。たとえば、周波数ホップが5つのシンボル期間にわたり、6つのUCIビットが搬
送される場合、周波数ホップは{URURU}と表され得る。一方、周波数ホップが5つのシンボ
ル期間にわたり、20個のUCIビットが搬送される場合、周波数ホップは{UURUU}と表され得
る。
【００９８】
　周波数ホップ位置を特定し、1つのシンボル期間内で、UCIビットの数が2ビットより多
いときに異なるサイズの長いPUCCHに対する周波数ホッピングパターンを均等に分割する
ために、以下の式のセットが使用され得る。
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【数２】

【００９９】
　Table 2(表2)は、UCIビットの数が2ビットより多いときに、可変サイズの長いPUCCHに
対して式のセット2を適用する結果を表す。

【表２】

【０１００】
　いくつかの例では、UE115-aは、特定されたチャネル条件に基づいて、たとえば周波数
固有の干渉を特定したことに基づいて、上の式に従って周波数ホッピングパターンを自力
で決定する。UE115-aは、周波数ホッピングが使用されていることを基地局105-aに示すこ
とがあり、UCIメッセージにおいて搬送されるUCIビットの数をさらに示すことがある。い
くつかの場合、基地局105-aは、長いPUCCHの長さを知っており、UE115-aにより使用され
る周波数ホッピングパターンの構造を決定するために提供された指示を使用することがあ
る。いくつかの場合、指示が基地局105-aに提供されず、基地局105-aは、たとえばいくつ
かのPUCCHリソースがいくつかのPUCCHフォーマットに割り振られる場合、PUCCHにおける
アップリンク送信の位置に基づいて周波数ホッピングパターンを決定する。いくつかの例
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では、UE115-aは、周波数ホッピングを可能にするフラグが基地局105-aから受信されない
限り、周波数ホッピングパターンを使用しない。
【０１０１】
　いくつかの例では、基地局105-aは、たとえば周波数固有の干渉を特定したことに基づ
いて、周波数ホッピングパターンに従ってUE115-aのためのリソースをスケジューリング
する。基地局105-aは、UE115-aに周波数ホッピングを使用するように指示する、周波数ホ
ッピングフラグをDCIメッセージ215において設定し得る。いくつかの例では、基地局105-
aは、たとえば、あるPUCCHリソースがあるPUCCHフォーマットに割り振られる場合、長いP
UCCHのサイズおよびPUCCHの中のアップリンク送信の位置に基づいて、アップリンク送信
のためにUE115-aによって使用される周波数ホッピングパターンを決定する。他の例では
、基地局105-aは、長いPUCCHのサイズおよびUCIメッセージ220において搬送されるUCIビ
ットの数の指示に基づいて、アップリンク送信のためにUE115-aによって使用される周波
数ホッピングパターンを決定する。
【０１０２】
　図3は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのためのスロット構造300の例を示す。スロット構造300は、図1～図2を参照して上で
説明されたように、UE115と基地局105との間の送信の態様を示し得る。
【０１０３】
　スロット構造300は、第1のシンボル期間345などの14個のシンボル期間を含み得る。ス
ロット構造300は、ダウンリンク制御チャネル305(PDCCH305と呼ばれ得る)、ギャップ310
、長いアップリンク制御チャネル315(長いPUCCH315と呼ばれ得る)、シンボル期間の第1の
サブセット320、シンボル期間の第2のサブセット325、短いアップリンク制御チャネル330
(短いPUCCH330と呼ばれ得る)、第1の周波数帯域幅335、第2の周波数帯域幅340、第1の周
波数ホップ350、および第2の周波数ホップ355を含み得る。いくつかの例では、スロット
構造300は、ミニスロットであることがあり、1つのシンボル期間程度の少ないシンボル期
間しか含まないことがある。
【０１０４】
　PDCCH305は、制御情報をUEに送信するためのリソースを含み得る。たとえば、PDCCH305
はDCIを搬送することがあり、DCIは、アップリンクグラント、リソース割振り、TPCコマ
ンドなどを含むことがある。いくつかの例では、PDCCH305は、1つから3つのシンボル期間
の間続き、ある周波数帯域幅にわたる。
【０１０５】
　ギャップ310は、PDCCH305と長いPUCCH315との間の時間に位置し得る。ギャップ310は、
PDCCH305の間の受信モードから、長いPUCCH315の間の送信モードに移行するための、十分
な時間を受信デバイスに提供し得る。いくつかの例では、ギャップ310はシンボル期間で
ある。
【０１０６】
　長いPUCCH315は、制御情報を基地局に送信するためのリソースを含み得る。たとえば、
長いPUCCH315はUCIを搬送することがあり、UCIは、HARQフィードバック、スケジューリン
グ要求、および/またはCQIを含むことがある。いくつかの例では、長いPUCCH315は、たと
えば4個のシンボル期間から14個のシンボル期間の間で、サイズが可変であり、ある周波
数範囲にわたる。いくつかの例では、長いPUCCH315によって使用される周波数範囲の中の
周波数は、PDCCH305によって使用される周波数範囲と完全にまたは部分的に重複し、長い
PUCCH315によって使用される周波数範囲の中の周波数は、PDCCH305によって使用される周
波数範囲と重複しない。
【０１０７】
　いくつかの場合、長いPUCCH315は、UCIビットの数および長いPUCCH315の長さに基づい
て、シンボル期間の第1のサブセット320およびシンボル期間の第2のサブセット325へと区
分され得る。いくつかの例では、シンボル期間の第1のサブセット320およびシンボル期間
の第2のサブセット325は同じ長さであり、他の場合には、シンボル期間の第1のサブセッ
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ト320およびシンボル期間の第2のサブセット325は異なる長さ(たとえば、等しくない長さ
)である。
【０１０８】
　短いPUCCH330はまた、制御情報を基地局に送信するためのリソースを含む。短いPUCCH3
30は、長いPUCCH315よりサイズが小さいことがある。たとえば、短いPUCCH330は、1つか
ら2つのシンボル期間であり得る。
【０１０９】
　第1の周波数帯域幅335および第2の周波数帯域幅340は各々、少なくとも1つのサブキャ
リアを含むことがあり、これは周波数領域において15kHzにわたることがある。いくつか
の例では、リソース要素、またはシンボルは、1つのシンボル期間にわたり1つのサブキャ
リアを使用する時間および周波数リソースとして定義され得る。
【０１１０】
　一例では、基地局105は、PDCCH305の中で、長いPUCCH315を介するアップリンクリソー
スの割振りを含むDCIをUE115に送信する。いくつかの場合、DCIはまた、対応するアップ
リンク送信において周波数ホッピングを使用するようにUE115に指示する、周波数ホッピ
ングフラグを含む。UE115は、DCIを受信し、基地局105によってUE115のために予約された
アップリンクリソースを特定し得る。たとえば、UE115は、第1の周波数帯域幅335の中の
第1のシンボル期間345の間の第1のリソース要素と、それに続くシンボル期間の中の後続
のリソース要素の数とを特定し得る。いくつかの例では、UE115は、第1の周波数帯域幅33
5などの、単一の周波数帯域幅内に、割り振られたリソース要素のすべてが位置すると決
定する。他の例では、UE115は、割り振られたリソース要素の一部が第1の周波数帯域幅33
5に位置し、残りの割り振られたリソース要素が第2の周波数帯域幅340に位置すると決定
する。いくつかの例では、UE115は、周波数ホッピングフラグが受信されたDCIにおいて設
定されていることに基づいて、この決定を行う。他の例では、UE115は、自力で、たとえ
ばチャネル条件に基づいて、この決定を行う。
【０１１１】
　周波数ホッピングが有効であるとき、UE115は、第1の周波数帯域幅335を使用し得る第1
の周波数ホップ350と、第2の周波数帯域幅340を使用し得る第2の周波数ホップ355とを特
定し得る。いくつかの場合、UE115は、長いPUCCH315に含まれるシンボルの数およびUCIメ
ッセージの中のUCIビットの数に基づいて、第1の周波数ホップ350および第2の周波数ホッ
プ355を特定し得る。たとえば、UE115は、長いPUCCH315の長さを決定し、UCIメッセージ
において搬送されるUCIビットの数に基づいて、長いPUCCH315における周波数ホッピング
位置を特定し得る。いくつかの例では、UE115は、UCIビットの数が2ビット以下である場
合に、UCIビットの数が2ビットより多い場合とは異なる、長いPUCCH315における周波数ホ
ッピング位置を決定し得る。いくつかの例では、UE115は、割り振られるPUCCHリソースの
フォーマットに基づいてUCIビットの数を決定し、たとえば、PUCCHフォーマット1aが使用
される場合、UEは、UCIビットの数が2ビット未満であると決定し得る。他の例では、UE11
5は、送信されることを待っているアップリンク制御情報に基づいてUCIビットの数を決定
し、たとえば、CQI報告が生成される場合、UE115は、UCIビットの数が2ビットより多いと
決定し得る。
【０１１２】
　UCIビットの数が2ビット以下である場合、周波数ホッピング位置は、所望の基準シンボ
ル密度、たとえば50%の基準シンボル密度に基づいて決定され得る。所望の基準シンボル
密度を達成するために、可変のサイズの長いPUCCHの中の周波数ホッピング位置は、たと
えば基地局105またはUE115によって、式のセット1において提供される式を使用して決定
され得る。UCIビットの数が2ビットより多い場合、周波数ホッピング位置は、所望の基準
シンボル密度を考慮せずに決定され得る。たとえば、周波数ホッピング位置は、式のセッ
ト2において提供される式を使用して、たとえば第1の周波数ホップ350の中のシンボルの
数と第2の周波数ホップ355の中のシンボルの数との差の絶対値が1以下になるように、長
いPUCCH315の中のリソースを可能な限り均等に分割するように選択され得る。UCIビット
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の数が2ビットより多いとき、周波数ホップのために使用される情報/基準シンボルパター
ンは、UCIメッセージによって搬送されるUCIビットの数、およびUCIビットのその数に対
する所望の基準シンボル密度に基づくことがあり、たとえば、20個より多くのUCIビット
がある場合、周波数ホップのために1つの基準シンボルが使用されることがあり、または
、3個から20個の間のUCIビットがある場合、周波数ホップのために2つの基準シンボルが
使用されることがある。
【０１１３】
　図4Aは、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための周波数ホッピングパターン400-a-1および400-a-2の例を示す。周波数ホッピ
ングパターン400-aは、図1～図2を参照して上で説明されたように、UE115と基地局105と
の間の送信の態様を示し得る。
【０１１４】
　周波数ホッピングパターン400-a-1および400-a-2は、アップリンク制御チャネル405-a(
これは長いPUCCH405-aと呼ばれ得る)、第1の周波数帯域幅420-a、および第2の周波数帯域
幅425-aを含むことがあり、これらは、図3を参照して論じられたようなアップリンク制御
チャネル315、第1の周波数帯域幅335、および第2の周波数帯域幅340の例であり得る。
【０１１５】
　周波数ホッピングパターン400-a-1および400-a-2は、UCIメッセージの中のUCIビットの
数に基づく、第1のサイズの長いPUCCH405-aのために使用される異なる周波数ホッピング
パターンを示し得る。周波数ホッピングパターン400-a-1は、第1の周波数帯域幅420-aを
使用するシンボル期間の第1のサブセット410-aの間の第1の周波数ホップ430-aと、第2の
周波数帯域幅425-aを使用するシンボル期間の第2のサブセット415-aの間の第2の周波数ホ
ップ435-aとを含み得る。周波数ホッピングパターン400-a-2は、第1の周波数帯域幅420-a
を使用するシンボル期間の第1のサブセット440-aの間の第1の周波数ホップ450-aと、第2
の周波数帯域幅425-aを使用するシンボル期間の第2のサブセット445-aの間の第2の周波数
ホップ455-aとを含み得る。
【０１１６】
　いくつかの例では、UEまたは基地局は、UCIビットの数が2ビット以下であることを特定
し、周波数ホッピングパターン400-a-1が長いPUCCH405-aのために使用されることを決定
し得る。いくつかの場合、デバイスは、式のセット1を使用して周波数ホッピングパター
ン400-a-1を特定する。たとえば、デバイスは、長いPUCCH405-aの中のシンボルの数Nが4
であることを決定し、長いPUCCH405-aの中のシンボルの数を4で割ると1に等しい整数Mが
余りなしで得られる。デバイスは次いで、第1の周波数ホップ430-aに対する、シンボルの
数、またはシンボル期間の第1のサブセット410-aの中のシンボル期間が2*M=2個のシンボ
ル期間に等しく、第2の周波数ホップ435-aに対する、シンボルの数、またはシンボル期間
の第2のサブセット415-aの中のシンボル期間が2*M=2個のシンボル期間に等しいことを決
定し得る。図4Aに示されるように、第1の周波数ホップ430-aの基準シンボル密度は50%で
あり、第2の周波数ホップ435-aの基準シンボル密度は50%である。
【０１１７】
　いくつかの例では、UEまたは基地局は、UCIビットの数が2ビットより多いことを特定し
、周波数ホッピングパターン400-a-2が長いPUCCH405-aのために使用されることを決定し
得る。いくつかの場合、デバイスは、式のセット2を使用して周波数ホッピングパターン4
00-a-2を特定する。たとえば、デバイスは、長いPUCCH405-aの中のシンボルの数Nが4であ
ることを決定し、第1の周波数ホップ430-aに対する、シンボルの数、またはシンボル期間
の第1のサブセット410-aの中のシンボル期間がfloor(N/2)=2であり、第2の周波数ホップ4
35-aに対する、シンボルの数、またはシンボル期間の第2のサブセット415-aの中のシンボ
ル期間が(N-floor(N/2))=2であることを決定する。図4Aに示されるように、いくつかの場
合、周波数ホッピングパターン400-a-1および400-a-2は、たとえば4つのシンボル期間に
わたる長いPUCCHに対して、同じであり得る。図4Aに示されるように、第1の周波数ホップ
450-aの基準シンボル密度は50%であり、第2の周波数ホップ455-aの基準シンボル密度は50
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%である。
【０１１８】
　図4Bは、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための周波数ホッピングパターン400-b-1および400-b-2の例を示す。周波数ホッピ
ングパターン400-bは、図1～図2を参照して上で説明されたように、UE115と基地局105と
の間の送信の態様を示し得る。
【０１１９】
　周波数ホッピングパターン400-b-1および400-b-2は、アップリンク制御チャネル405-b(
これは長いPUCCH405-bと呼ばれ得る)、第1の周波数帯域幅420-b、および第2の周波数帯域
幅425-bを含むことがあり、これらは、図3を参照して論じられたようなアップリンク制御
チャネル315、第1の周波数帯域幅335、および第2の周波数帯域幅340の例であり得る。
【０１２０】
　周波数ホッピングパターン400-b-1および400-b-2は、UCIメッセージの中のUCIビットの
数に基づく、第1のサイズの長いPUCCH405-bのために使用される異なる周波数ホッピング
パターンを示し得る。周波数ホッピングパターン400-b-1は、第1の周波数帯域幅420-bを
使用するシンボル期間の第1のサブセット410-bの間の第1の周波数ホップ430-bと、第2の
周波数帯域幅425-bを使用するシンボル期間の第2のサブセット415-bの間の第2の周波数ホ
ップ435-bとを含みる。周波数ホッピングパターン400-b-1は、第1の周波数帯域幅420-bを
使用するシンボル期間の第1のサブセット440-bの間の第1の周波数ホップ450-bと、第2の
周波数帯域幅425-bを使用するシンボル期間の第2のサブセット445-bの間の第2の周波数ホ
ップ455-bとを含み得る。
【０１２１】
　いくつかの例では、UEまたは基地局は、UCIビットの数が2ビット以下であることを特定
し、周波数ホッピングパターン400-b-1が長いPUCCH405-bのために使用されることを決定
し得る。いくつかの場合、デバイスは、式のセット1を使用して周波数ホッピングパター
ン400-b-1を特定する。たとえば、デバイスは、長いPUCCH405-bの中のシンボルの数Nが6
であることを決定し、長いPUCCH405-bの中のシンボルの数を4で割ると1に等しい整数Mと
余り2が得られる。デバイスは次いで、第1の周波数ホップ430-bに対する、シンボルの数
、またはシンボル期間の第1のサブセット410-bの中のシンボル期間が2*M=2個のシンボル
期間に等しく、第2の周波数ホップ435-bに対する、シンボルの数、またはシンボル期間の
第2のサブセット415-bの中のシンボル期間が2*M+2=4個のシンボル期間に等しいことを決
定し得る。図4Bに示されるように、第1の周波数ホップ430-bの基準シンボル密度は50%で
あり、第2の周波数ホップ435-bの基準シンボル密度は50%である。
【０１２２】
　いくつかの例では、UEまたは基地局は、UCIビットの数が2ビットより多いことを特定し
、周波数ホッピングパターン400-b-2が長いPUCCH405-bのために使用されることを決定し
得る。いくつかの場合、デバイスは、式のセット2を使用して周波数ホッピングパターン4
00-b-2を特定する。たとえば、デバイスは、長いPUCCH405-bの中のシンボルの数Nが6であ
ることを決定し、第1の周波数ホップ430-bに対する、シンボルの数、またはシンボル期間
の第1のサブセット410-bの中のシンボル期間がfloor(N/2)=3であり、第2の周波数ホップ4
35-bに対する、シンボルの数、またはシンボル期間の第2のサブセット415-bの中のシンボ
ル期間が(N-floor(N/2))=3であることを決定する。図4Bに示されるように、いくつかの場
合、周波数ホッピングパターン400-b-1および400-b-2は、たとえば6つのシンボル期間に
わたる長いPUCCHに対して、異なり得る。さらに図4Bに示されるように、第1の周波数ホッ
プ450-bの基準シンボル密度は33.3%であり、第2の周波数ホップ455-bの基準シンボル密度
は33.3%である。
【０１２３】
　図4Cは、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための周波数ホッピングパターン400-c-1および400-c-2の例を示す。周波数ホッピ
ングパターン400-cは、図1～図2を参照して上で説明されたように、UE115と基地局105と
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の間の送信の態様を示し得る。
【０１２４】
　周波数ホッピングパターン400-c-1および400-c-2は、アップリンク制御チャネル405-c(
これは長いPUCCH405-cと呼ばれ得る)、第1の周波数帯域幅420-c、および第2の周波数帯域
幅425-cを含むことがあり、これらは、図3を参照して論じられたようなアップリンク制御
チャネル315、第1の周波数帯域幅335、および第2の周波数帯域幅340の例であり得る。
【０１２５】
　周波数ホッピングパターン400-c-1および400-cb-2は、UCIメッセージの中のUCIビット
の数に基づく、第1のサイズの長いPUCCH405-cのために使用される異なる周波数ホッピン
グパターンを示し得る。周波数ホッピングパターン400-c-1は、第1の周波数帯域幅420-c
を使用するシンボル期間の第1のサブセット410-cの間の第1の周波数ホップ430-cと、第2
の周波数帯域幅425-cを使用するシンボル期間の第2のサブセット415-cの間の第2の周波数
ホップ435-cとを含み得る。周波数ホッピングパターン400-c-1は、第1の周波数帯域幅420
-cを使用するシンボル期間の第1のサブセット440-cの間の第1の周波数ホップ450-cと、第
2の周波数帯域幅425-cを使用するシンボル期間の第2のサブセット445-cの間の第2の周波
数ホップ455-cとを含み得る。
【０１２６】
　いくつかの例では、UEまたは基地局は、UCIビットの数が2ビット以下であることを特定
し、周波数ホッピングパターン400-c-1が長いPUCCH405-cのために使用されることを決定
し得る。いくつかの場合、デバイスは、式のセット1を使用して周波数ホッピングパター
ン400-c-1を特定する。たとえば、デバイスは、長いPUCCH405-cの中のシンボルの数Nが9
であることを決定し、長いPUCCH405-cの中のシンボルの数を4で割ると2に等しい整数Mと
余り1が得られる。デバイスは次いで、第1の周波数ホップ430-cに対する、シンボルの数
、またはシンボル期間の第1のサブセット410-cの中のシンボル期間が2*M=4個のシンボル
期間に等しく、第2の周波数ホップ435-cに対する、シンボルの数、またはシンボル期間の
第2のサブセット415-cの中のシンボル期間が2*M+1=5個のシンボル期間に等しいことを決
定し得る。図4Cに示されるように、第1の周波数ホップ430-cの基準シンボル密度は50%で
あり、第2の周波数ホップ435-cの基準シンボル密度は40%である。
【０１２７】
　いくつかの例では、UEまたは基地局は、UCIビットの数が2ビットより多いことを特定し
、周波数ホッピングパターン400-c-2が長いPUCCH405-cのために使用されることを決定し
得る。いくつかの場合、デバイスは、式のセット2を使用して周波数ホッピングパターン4
00-c-2を特定する。たとえば、デバイスは、長いPUCCH405-cの中のシンボルの数Nが9であ
ることを決定し、第1の周波数ホップ430-cに対する、シンボルの数、またはシンボル期間
の第1のサブセット410-cの中のシンボル期間がfloor(N/2)=4であり、第2の周波数ホップ4
35-cに対する、シンボルの数、またはシンボル期間の第2のサブセット415-cの中のシンボ
ル期間が(N-floor(N/2))=5であることを決定する。図4Cに示されるように、第1の周波数
ホップ450-cの基準シンボル密度は25%であり、第2の周波数ホップ455-cの基準シンボル密
度は20%である。いくつかの場合、UEまたは基地局は、UCIメッセージにおいて搬送される
UCIビットの数に基づいて、たとえばUCIビット>10に対して、各周波数ホップが1つの基準
シンボルを含むことを決定する。いくつかの場合、図4Cに示されるものとは異なる基準/
情報シンボルパターンが、周波数ホップのために使用される。たとえば、UEまたは基地局
は、UCIメッセージにおいて搬送されるUCIビットの数に基づいて、たとえば3≦UCIビット
≦10に対して、各周波数ホップが2つの基準シンボルを含むことを決定し得る。したがっ
て、第1の周波数ホップ450-cは{URUR}と表されることがあり、基準シンボル密度は50%で
あり、第2の周波数ホップ455-cは{URURU}と表されることがあり、基準シンボル密度は40%
である。
【０１２８】
　図5は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのためのプロセスフロー500の例を示す。プロセスフロー500は、図1～図2を参照して
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上で説明されたUE115または基地局105の例であり得る、UE115-bおよび基地局105-bによっ
て実行され得る。いくつかの例では、UE115-bは、アップリンク制御チャネルの長さおよ
びUCIを表すために使用されるビットの数に基づいて、アップリンク送信のための周波数
ホッピングパターンを決定し得る。
【０１２９】
　ステップ505において、UE115-bはUCIメッセージを生成し得る。UCIメッセージは、1つ
または複数の情報シンボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを含み得る。情報シンボ
ルは、UCIメッセージのビットなどの制御情報を通信する。基準シンボルは、受信された
情報シンボルを復号するときに基地局105-bによって使用され得る。たとえば、基地局105
-bは、チャネル推定を得るための基準として基準シンボルを使用し得る。いくつかの場合
、UE115-bは、PUCCHリソースの割振りを受信した後で、たとえばあるフォーマットのPUCC
Hリソースを受信したことに基づいて、UCIメッセージを生成する。
【０１３０】
　ステップ510において、UE115-bは任意選択で、スケジューリング要求を基地局105-bに
送信し得る。スケジューリング要求は、UE115-bからのアップリンク送信のために基地局1
05-bがアップリンクリソースを予約することを要求し得る。いくつかの場合、UE115-bは
、定期的または準定期的にリソースをスケジューリングされ、UE115-bは、スケジューリ
ング要求の送信を控える。
【０１３１】
　ステップ515において、基地局105-bは、アップリンク送信のためにUE115-bをスケジュ
ーリングし得る。いくつかの場合、基地局105-bは、スケジューリング要求を受信したこ
とに基づいて、アップリンク送信のためにUE115-bをスケジューリングする。他の場合に
は、基地局105-bは、UE115-bが定期的にスケジューリングされることに基づいて、UE115-
bをスケジューリングする。いくつかの例では、アップリンク送信のためにUE115-bをスケ
ジューリングすることは、制御および/またはデータチャネルにおいてUE115-bのためにア
ップリンクリソースを予約することを含む。基地局105-bはまた、どのリソースがスケジ
ューリングされているか、および周波数ホッピングが有効にされているかどうかを示す、
DCIを生成し得る。いくつかの場合、基地局105-bは、DCIの中の周波数ホッピングフラグ
を論理値1に設定することによって、周波数ホッピングを有効にする。いくつかの例では
、基地局105-bは、いくつかのPUCCHフォーマットに割り当てられるPUCCHのエリアに位置
するPUCCHリソースを使用して、UE115-bのためにアップリンク制御リソースを予約する。
【０１３２】
　ステップ520において、基地局105-bは、スケジューリングメッセージをUE115-bに送信
し得る。スケジューリングメッセージはDCIを含むことがあり、これは、UE115-bのために
予約されるアップリンク制御チャネルにおけるリソースを示し得る。いくつかの場合、ス
ケジューリングされたアップリンク送信の間に周波数ホッピングを実行するようにUE115-
bに指示または要求する、周波数ホッピングフラグがDCIにおいて設定される。
【０１３３】
　ステップ525において、UE115-bは、4～14個のシンボルに及び得る、アップリンク制御
チャネルの長さを決定し得る。いくつかの場合、UE115-bによって使用される周波数ホッ
ピングパターンは、アップリンク制御チャネルの長さに基づき得る。
【０１３４】
　ステップ530において、UE115-bは、生成されたUCIメッセージにおいて搬送されるUCIの
数を決定し得る。いくつかの場合、UCIビットの数は、たとえばHARQフィードバックが送
信されるかCQIが送信されるかに基づいて、0～21個のビットに及び得る。いくつかの例で
は、UE115-bは、UCIビットの数が閾値(たとえば、2ビットという閾値)未満であると決定
し得る。いくつかの例では、UE115-bは、UCIビットの数が閾値(たとえば、2ビットという
閾値または10ビットという閾値)より多いと決定し得る。いくつかの例では、UE115-bは、
UCIビットの数がある閾値と別の閾値の間にある(たとえば、2ビットより多く10ビットよ
り少ない)と決定し得る。
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【０１３５】
　ステップ535において、UE115-bは、アップリンクチャネルの長さおよびUCIビットの数
に基づいて、スケジューリングされたアップリンク送信のための周波数ホッピング位置を
決定し得る。UE115-bによって使用される周波数ホッピングパターンは、第1の周波数帯域
幅の中のシンボルの第1のセット(または「第1の周波数ホップ」)と、周波数ホッピング位
置から開始する、第2の周波数帯域幅の中のシンボルの第2のセット(または「第2の周波数
ホップ」)とを含み得る。図2から図4Cにおいて論じられたように、周波数ホッピング位置
は、UCIビットの数が2以下である場合に、UCIビットの数が2より大きい場合とは異なるよ
うに決定され得る。たとえば、UCIビットの数が2以下である場合、周波数ホッピングパタ
ーンを構築するときに、所望の基準シンボル密度が考慮され得る。その上、周波数ホッピ
ング位置は、アップリンク制御チャネルの様々な長さに対して異なるように決定され得る
。いくつかの場合、UE115-bは、周波数ホッピングが使用されるべきであるという基地局1
05-bからの指示を受信したことに基づいて、周波数ホッピング位置を決定する。いくつか
の場合、UE115-bは、周波数固有の干渉またはチャネル条件の変化を特定したことに基づ
いて、周波数ホッピング位置を決定する。
【０１３６】
　いくつかの場合、周波数ホッピング位置を決定することは、任意の数のUCIビットに対
して、たとえば互いの期間内で、PUCCHリソースを第1の周波数ホップおよび第2の周波数
ホップへと可能な限り均等に分割する、周波数ホッピング位置を特定することを含む。い
くつかの例では、UE115-bは、式のセット2を使用してPUCCHリソースを分割する。いくつ
かの場合、周波数ホッピング位置は、UCIビットの数と、UCIメッセージにおける情報シン
ボルと基準シンボルとの関係とに基づいて決定される。いくつかの例では、UE115-bは、U
CIビットの数が閾値未満であるときに所望の基準シンボル密度が少なくとも1つの周波数
ホップで得られるように、式のセット1を使用して周波数ホッピング位置を計算してPUCCH
リソースを区分し得る。いくつかの例では、UE115-bは、UCIビットの数が閾値より大きい
とき、式のセット2を使用して周波数ホッピング位置を特定してPUCCHリソースを区分し得
る。
【０１３７】
　ステップ540において、UE115-bは、決定された周波数ホッピング位置に基づいて、第1
の周波数ホップおよび第2の周波数ホップを介してUCIメッセージを基地局105-bに送信し
得る。いくつかの場合、UE115-bは、スケジューリングされたアップリンク送信のために
周波数ホッピングが使用されたことを基地局105-bに示す。
【０１３８】
　ステップ545において、基地局105-bは、受信されたUCIメッセージを復号し得る。UCIメ
ッセージを復号することは、第1の周波数ホップを介して受信されるシンボルを処理する
ことと、第2の周波数ホップを介して受信されるシンボルを処理することとを含み得る。
いくつかの場合、基地局105-bは、UCIメッセージにおいて受信される基準シンボルを使用
して、UCIメッセージにおいて受信される情報シンボルの復号を促進する。いくつかの例
では、基地局105-bは、たとえば、DCIにおいて周波数ホッピングフラグを設定すること、
または周波数ホッピングが使用されたことの指示をUE115-bから受信することによって、U
E115-bが周波数ホッピングを使用したことを決定し、スケジューリングされたPUCCHの長
さおよびスケジューリングされたPUCCHのフォーマットに基づいて、どの周波数ホッピン
グパターンが使用されたかを決定する。たとえば、基地局105-bが、PUCCHフォーマット1a
に割り当てられたPUCCHの位置においてUE115-bのためにアップリンクリソースをスケジュ
ーリングした場合、基地局105-bは、UE115-bが2ビット未満のUCIを生成することを予想し
得る。別の事例では、基地局105-bが、PUCCHフォーマット2に割り当てられたPUCCHの位置
においてUE115-bのためにアップリンクリソースをスケジューリングする場合、基地局105
-bは、UE115-bが2ビットより多くのUCIを生成することを予想し得る。基地局105-bはまた
、CSI報告スケジュールまたはHARQフィードバックスケジュールに基づいて、ある数のビ
ットを伴うUCIメッセージをUE115-bが生成することを予想し得る。したがって、基地局10
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5-bは、PUCCHの長さを知っていることおよびUCIの中のビットの数を決定したことに基づ
いて、UE115-bによって使用されるのと同じ周波数ホッピング位置を特定することができ
る。
【０１３９】
　図6は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのためのプロセスフロー600の例を示す。プロセスフロー600は、図1～図2を参照して
上で説明されたUE115または基地局105の例であり得る、UE115-cおよび基地局105-cによっ
て実行され得る。いくつかの例では、基地局105-cは、アップリンク制御チャネルの長さ
およびUCIを表すために使用されるビットの数に基づいて、アップリンク送信のための周
波数ホッピングパターンを決定し得る。
【０１４０】
　ステップ605および610において、UE115-cは、図5のステップ505および510において上で
論じられたように、UCIメッセージを生成してスケジューリング要求を送信し得る。
【０１４１】
　ステップ615において、基地局105-cは、アップリンク送信のためにUE115-cをスケジュ
ーリングし得る。いくつかの場合、基地局105-cは、スケジューリング要求を受信したこ
とに基づいて、アップリンク送信のためにUE115-cをスケジューリングする。他の場合に
は、基地局105-cは、UE115-cが定期的にスケジューリングされることに基づいて、UE115-
cをスケジューリングする。いくつかの例では、アップリンク送信のためにUE115-cをスケ
ジューリングすることは、制御および/またはデータチャネルにおいてUE115-cのためにア
ップリンクリソースを予約することを含む。基地局105-cはまた、どのリソースがスケジ
ューリングされているか、および周波数ホッピングが有効にされているかどうかを示す、
DCIを生成し得る。いくつかの場合、基地局105-cは、DCIの中の周波数ホッピングフラグ
を論理値1に設定することによって、周波数ホッピングを有効にする。いくつかの例では
、基地局105-cは、いくつかのPUCCHフォーマットに割り当てられるPUCCHのエリアに位置
するPUCCHリソースを使用して、UE115-cのためにアップリンク制御リソースを予約する。
【０１４２】
　ステップ620において、基地局105-cは、4～14個のシンボルに及び得る、UE115-cのため
にスケジューリングされるアップリンク制御チャネルの長さを決定し得る。いくつかの場
合、基地局105-cによって示される周波数ホッピングパターンは、アップリンク制御チャ
ネルの長さに基づき得る。
【０１４３】
　ステップ625において、基地局105-cは、生成されたUCIメッセージにおいて搬送されるU
CIの数を決定し得る。いくつかの場合、UCIビットの数は、たとえばHARQフィードバック
が送信されるかCQIが送信されるかに基づいて、0～21個のビットに及び得る。いくつかの
場合、基地局105-cは、スケジューリングされるアップリンク制御チャネルのフォーマッ
トに基づいて送信されるUCIビットの数を決定する。たとえば、基地局105-cがフォーマッ
ト1aでPUCCHをスケジューリングする場合、基地局105-cは、1つのUCIビットを搬送するUC
IメッセージをUE115-cが送信することを予想し得る。
【０１４４】
　ステップ630において、基地局105-cは、アップリンクチャネルの長さおよびUCIビット
の数に基づいて、スケジューリングされたアップリンク送信のための周波数ホッピング位
置を決定し得る。基地局105-cによって決定される周波数ホッピングパターンは、第1の周
波数帯域幅の中のシンボルの第1のセット(または「第1の周波数ホップ」)と、周波数ホッ
ピング位置から開始する、第2の周波数帯域幅の中のシンボルの第2のセット(または「第2
の周波数ホップ」)とを含み得る。図2から図4Cにおいて論じられたように、周波数ホッピ
ング位置は、UCIビットの数が2以下である場合、UCIビットの数が2より大きい場合とは異
なるように決定され得る。たとえば、UCIビットの数が2以下である場合、周波数ホッピン
グパターンを構築するときに、所望の基準シンボル密度が考慮され得る。その上、周波数
ホッピング位置は、アップリンク制御チャネルの様々な長さに対して異なるように決定さ
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れ得る。
【０１４５】
　いくつかの場合、周波数ホッピング位置を決定することは、任意の数のUCIビットに対
して、たとえば互いの期間内で、PUCCHリソースを第1の周波数ホップおよび第2の周波数
ホップへと可能な限り均等に分割する、周波数ホッピング位置を特定することを含む。い
くつかの例では、基地局105-cは、式のセット2を使用してPUCCHリソースを分割する。い
くつかの場合、周波数ホッピング位置は、UCIビットの数と、UCIメッセージにおける情報
シンボルと基準シンボルとの関係とに基づいて決定される。いくつかの例では、基地局10
5-cは、UCIビットの数が閾値未満であるときに所望の基準シンボル密度が少なくとも1つ
の周波数ホップで得られるように、式のセット1を使用して周波数ホッピング位置を計算
してPUCCHリソースを区分し得る。いくつかの例では、基地局105-cは、UCIビットの数が
閾値より大きいとき、式のセット2を使用して周波数ホッピング位置を特定してPUCCHリソ
ースを区分し得る。
【０１４６】
　ステップ635において、基地局105-cは、スケジューリングメッセージをUE115-cに送信
し得る。スケジューリングメッセージは、アップリンクリソース割振りと、設定されてい
る周波数ホッピングフラグとを含み得る。いくつかの場合、周波数ホッピングフラグが設
定されているスケジューリングメッセージは、割り振られるアップリンクリソースが2つ
以上の周波数に分割されることをUE115-cに示す。
【０１４７】
　ステップ640において、UE115-cは周波数ホッピング位置を特定し得る。いくつかの場合
、UE115-cは、生成されたUCIメッセージにおいて搬送されるUCIビットの数に対応し得る
、受信されたリソース割振り、周波数ホッピングフラグ、PUCCHの長さ、および/またはPU
CCHのフォーマットに基づいて、周波数ホッピング位置を特定し得る。たとえば、UE115-c
は、周波数ホッピングが有効にされたフラグ、PUCCHの長さ、およびPUCCHにおけるPUCCH
リソースの位置を受信したことに基づいて、シンボル期間の第1のセットの間の第1の周波
数ホップおよびシンボル期間の第2のセットの間の第2の周波数ホップを伴う周波数ホッピ
ングパターンに対応する、周波数ホッピング位置を特定し得る。
【０１４８】
　ステップ645において、UE115-cは、特定された周波数ホッピング位置に基づいて、シン
ボル期間の第1のサブセットの間の第1の周波数ホップおよびシンボル期間の第2のサブセ
ットの間の第2の周波数ホップを介してUCIメッセージを基地局105-cに送信し得る。
【０１４９】
　図7は、本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートするワイヤレスデバイス705のブロック図700を示す。ワイヤレスデバイス705は
、本明細書で説明されるようなユーザ機器(UE)115の態様の例であり得る。ワイヤレスデ
バイス705は、受信機710と、UE通信マネージャ715と、送信機720とを含み得る。ワイヤレ
スデバイス705はプロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つま
たは複数のバスを介して)互いに通信していることがある。
【０１５０】
　受信機710は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる
制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、およびアップリンク制御チャネル
における周波数ホッピングに関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバイ
スの他の構成要素に渡され得る。受信機710は、図9を参照して説明されるトランシーバ93
5の態様の例であり得る。受信機710は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し
得る。
【０１５１】
　UE通信マネージャ715は、図9を参照して説明されるUE通信マネージャ915の態様の例で
あり得る。
【０１５２】
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　UE通信マネージャ715および/またはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつか
は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、また
はそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで
実装される場合、UE通信マネージャ715および/またはその様々な副構成要素のうちの少な
くともいくつかの機能は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向
け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラ
マブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素
、または本開示において説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合
せによって実行され得る。UE通信マネージャ715および/またはその様々な副構成要素のう
ちの少なくともいくつかは、機能の部分が1つまたは複数の物理デバイスによって異なる
物理的位置において実装されるように分散されることを含めて、様々な場所に物理的に配
置され得る。いくつかの例では、UE通信マネージャ715および/またはその様々な副構成要
素うちの少なくともいくつかは、本開示の様々な態様による別個の異なる構成要素であり
得る。他の例では、UE通信マネージャ715および/またはその様々な副構成要素のうちの少
なくともいくつかは、限定はしないが、I/O構成要素、トランシーバ、ネットワークサー
バ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明される1つまたは複数の他の構成要
素、または本開示の様々な態様によるそれらの組合せを含む、1つまたは複数の他のハー
ドウェア構成要素と組み合わされ得る。
【０１５３】
　UE通信マネージャ715は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し、アップ
リンク制御チャネルのシンボルの数およびアップリンク制御メッセージと関連付けられる
情報ビットの数に基づいて、アップリンク制御メッセージを送信するためのアップリンク
制御チャネル内の周波数ホッピング場所を決定し得る。
【０１５４】
　送信機720は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機720は、トランシーバモジュールにおいて受信機710と併置され得る。
たとえば、送信機720は、図9を参照して説明されるトランシーバ935の態様の例であり得
る。送信機720は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
【０１５５】
　送信機720は、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1
の周波数帯域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介
して、アップリンク制御メッセージを送信し得る。
【０１５６】
　図8は、本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートするワイヤレスデバイス805のブロック図800を示す。ワイヤレスデバイス805は
、図7を参照して説明されたようなワイヤレスデバイス705またはUE115の態様の例であり
得る。ワイヤレスデバイス805は、受信機810と、UE通信マネージャ815と、送信機820とを
含み得る。ワイヤレスデバイス805はプロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は
、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信していることがある。
【０１５７】
　受信機810は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる
制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、およびアップリンク制御チャネル
における周波数ホッピングに関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバイ
スの他の構成要素に渡され得る。受信機810は、図9を参照して説明されるトランシーバ93
5の態様の例であり得る。受信機810は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し
得る。
【０１５８】
　UE通信マネージャ815は、図9を参照して説明されるUE通信マネージャ915の態様の例で
あり得る。UE通信マネージャ815はまた、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)マネージ
ャ825および周波数ホッピングマネージャ830を含み得る。
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【０１５９】
　PUCCHマネージャ825は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し得る。PUCC
Hマネージャ825はまた、その数のシンボルをUEに割り振るアップリンクグラントを受信し
得る。PUCCHマネージャ825はまた、アップリンク制御チャネルのフォーマットに基づいて
、アップリンク制御メッセージの中の情報ビットの数を特定し得る。いくつかの場合、ア
ップリンク制御メッセージは、時間的に交互に現れる1つまたは複数の情報シンボルおよ
び1つまたは複数の基準シンボルを含む。
【０１６０】
　周波数ホッピングマネージャ830は、アップリンク制御チャネルを介した送信のために
、周波数ホッピングを使用すべきであるという指示を受信し得る。周波数ホッピングマネ
ージャ830はまた、アップリンク制御チャネルのシンボルの数およびアップリンク制御メ
ッセージと関連付けられる情報ビットの数に基づいて、アップリンク制御メッセージを送
信するためのアップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング場所を決定し得る。たとえ
ば、周波数ホッピングマネージャ830は、アップリンク制御メッセージと関連付けられる
情報ビットの数が閾値以下であると決定し得る。いくつかの場合、周波数ホッピングマネ
ージャ830は、シンボルの数を2で割ったものの床関数をとることによってシンボルの第1
のサブセットの時間長を計算し、シンボルの第1のサブセットの時間長をシンボルの数か
ら引くことによってシンボルの第2のサブセットの時間長を計算し得る。
【０１６１】
　いくつかの場合、周波数ホッピング場所は、アップリンク制御メッセージにおける情報
シンボルと基準シンボルとの関係に基づいて決定される。たとえば、周波数ホッピングマ
ネージャ830は、情報ビットの数が閾値未満であることを特定したことに基づいて、シン
ボルの第1のサブセットおよびシンボルの第2のサブセットのうちの少なくとも1つが、等
しい数の情報シンボルおよび基準シンボルを含むように、かつ、シンボルの第1のサブセ
ットの数とシンボルの第2のサブセットの数との差の絶対値が2以下であるように、周波数
ホッピング位置を決定し得る。たとえば、周波数ホッピングマネージャ830は、シンボル
の数を4で割ると整数値になることを決定し、その整数値に2を乗じることによってシンボ
ルの第1のサブセットの時間長を計算し、その整数値に2を乗じることによってシンボルの
第2のサブセットの時間長を計算し得る。または、周波数ホッピングマネージャ830は、シ
ンボルの数を4で割ると整数値および余り1が得られることを決定し、その整数値に2を乗
じて1を足すことによってシンボルの第2のサブセットの時間長を計算し得る。または、周
波数ホッピングマネージャ830は、シンボルの数を4で割ると整数値および余り2が得られ
ることを決定し、その整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの第2のサブセッ
トの時間長を計算し得る。または、周波数ホッピングマネージャ830は、シンボルの数を4
で割ると整数値および余り3が得られることを決定し、その整数値に2を乗じて1を足すこ
とによってシンボルの第1のサブセットの時間長を計算し、シンボルの第1のサブセットの
時間長およびシンボルの第2のサブセットの時間長を計算し得る。
【０１６２】
　別の事例では、周波数ホッピングマネージャ830は、アップリンク制御メッセージと関
連付けられる情報ビットの数が閾値より大きいと決定し得る。いくつかの場合、周波数ホ
ッピングマネージャ830は、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボルの第2の
サブセットの時間長を計算することができ、シンボルの第1のサブセットの数とシンボル
の第2のサブセットの数との差の絶対値は、情報ビットの数が閾値より大きいことを特定
したことに基づいて、1以下である。いくつかの場合、周波数ホッピングマネージャ830は
、シンボルの数を2で割ったものの床関数をとることによってシンボルの第1のサブセット
の時間長を計算し、シンボルの第1のサブセットの時間長をシンボルの数から引くことに
よってシンボルの第2のサブセットの時間長を計算し得る。
【０１６３】
　送信機820は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機820は、トランシーバモジュールの中で受信機810と併置され得る。た
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とえば、送信機820は、図9を参照して説明されるトランシーバ935の態様の例であり得る
。送信機820は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
【０１６４】
　図9は、本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートするデバイス905を含むシステム900の図を示す。デバイス905は、たとえば、図7
および図8を参照して上で説明されたような、ワイヤレスデバイス705、ワイヤレスデバイ
ス805、もしくはUE115の構成要素の例であるか、またはそれらを含み得る。デバイス905
は、UE通信マネージャ915と、プロセッサ920と、メモリ925と、ソフトウェア930と、トラ
ンシーバ935と、アンテナ940と、I/Oコントローラ945とを含めて、通信を送信および受信
するための構成要素を含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。
これらの構成要素は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス910)を介して電子通信してい
ることがある。デバイス905は、1つまたは複数の基地局105とワイヤレスに通信し得る。
【０１６５】
　プロセッサ920は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッサ
、DSP、中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラマブル論理デ
バイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理構成要素、個別ハードウェア構成要素、ま
たはそれらの任意の組合せ)を含み得る。いくつかの場合、プロセッサ920は、メモリコン
トローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合には、メモ
リコントローラはプロセッサ920内に統合され得る。プロセッサ920は、様々な機能(たと
えば、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングをサポートする機能またはタ
スク)を実行するためにメモリに記憶されたコンピュータ可読命令を実行するように構成
され得る。
【０１６６】
　メモリ925は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および読取り専用メモリ(ROM)を含み得る
。メモリ925は、実行されると、プロセッサに、本明細書で説明される様々な機能を実行
させる命令を含む、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能ソフトウェア930を記憶し
得る。いくつかの場合、メモリ925は、とりわけ、周辺構成要素またはデバイスとの相互
作用などの、基本的なハードウェアまたはソフトウェア動作を制御し得る、基本入出力シ
ステム(BIOS)を含み得る。
【０１６７】
　ソフトウェア930は、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングをサポート
するためのコードを含む、本開示の態様を実装するためのコードを含み得る。ソフトウェ
ア930は、システムメモリまたは他のメモリなどの、非一時的コンピュータ可読媒体内に
記憶され得る。いくつかの場合、ソフトウェア930は、プロセッサによって直接実行可能
ではないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ、実行されると)本明細書で説明され
る機能をコンピュータに実行させることができる。
【０１６８】
　トランシーバ935は、上で説明されたような1つまたは複数のアンテナ、有線リンク、ま
たはワイヤレスリンクを介して双方向に通信することができる。たとえば、トランシーバ
935は、ワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方
向に通信することがある。トランシーバ935はまた、パケットを変調し、変調されたパケ
ットを送信のためにアンテナに与え、かつアンテナから受信されたパケットを復調するた
めのモデムを含み得る。
【０１６９】
　いくつかの場合、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ940を含み得る。しかしなが
ら、いくつかの場合、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信するこ
とが可能であり得る2つ以上のアンテナ940を有し得る。
【０１７０】
　I/Oコントローラ945は、デバイス905のための入力信号および出力信号を管理し得る。I
/Oコントローラ945はまた、デバイス905に統合されていない周辺機器を管理し得る。いく
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つかの場合、I/Oコントローラ945は、外部周辺機器への物理接続またはポートを表し得る
。いくつかの場合、I/Oコントローラ945は、iOS(登録商標)、ANDROID(登録商標)、MS-DOS
(登録商標)、MS-WINDOWS(登録商標)、OS/2(登録商標)、UNIX(登録商標)、LINUX(登録商標
)、または別の知られているオペレーティングシステムなどの、オペレーティングシステ
ムを利用し得る。他の場合には、I/Oコントローラ945は、モデム、キーボード、マウス、
タッチスクリーン、もしくは同様のデバイスを表し、またはそれらと対話し得る。いくつ
かの場合、I/Oコントローラ945は、プロセッサの一部として実装され得る。いくつかの場
合、ユーザは、I/Oコントローラ945を介して、またはI/Oコントローラ945によって制御さ
れたハードウェア構成要素を介して、デバイス905と対話し得る。
【０１７１】
　図10は、本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートするワイヤレスデバイス1005のブロック図1000を示す。ワイヤレスデバイス1005
は、本明細書で説明されるような基地局105の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス1
005は、受信機1010、基地局通信マネージャ1015、および送信機1020を含み得る。ワイヤ
レスデバイス1005はプロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つ
または複数のバスを介して)互いに通信していることがある。
【０１７２】
　受信機1010は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる
制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、およびアップリンク制御チャネル
における周波数ホッピングに関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバイ
スの他の構成要素に渡され得る。受信機1010は、図12を参照して説明されるトランシーバ
1235の態様の例であり得る。受信機1010は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利
用し得る。
【０１７３】
　受信機1010は、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサブセットの間は第1
の周波数帯域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2の周波数帯域幅を介
して、アップリンク制御メッセージを受信し得る。
【０１７４】
　基地局通信マネージャ1015は、図12を参照して説明される基地局通信マネージャ1215の
態様の例であり得る。
【０１７５】
　基地局通信マネージャ1015および/またはその様々な副構成要素のうちの少なくともい
くつかは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア
、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウ
ェアで実装される場合、基地局通信マネージャ1015および/またはその様々な副構成要素
のうちの少なくともいくつかの機能は、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAもしくは他の
プログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア
構成要素、または本開示で説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組
合せによって実行され得る。基地局通信マネージャ1015および/またはその様々な副構成
要素のうちの少なくともいくつかは、機能の一部が1つまたは複数の物理デバイスによっ
て異なる物理的位置において実装されるように分散されることを含めて、様々な場所に物
理的に配置され得る。いくつかの例では、基地局通信マネージャ1015および/またはその
様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、本開示の様々な態様による別個の異な
る構成要素であり得る。他の例では、基地局通信マネージャ1015および/またはその様々
な副構成要素の少なくともいくつかは、限定はしないが、I/O構成要素、トランシーバ、
ネットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明された1つまたは
複数の他の構成要素、または本開示の様々な態様によるそれらの組合せを含む、1つまた
は複数の他のハードウェア構成要素と組み合わされ得る。
【０１７６】
　基地局通信マネージャ1015は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し、ア
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ップリンク制御チャネルのシンボルの数およびアップリンク制御メッセージと関連付けら
れる情報ビットの数に基づいて、アップリンク制御メッセージを送信するためのアップリ
ンク制御チャネル内の周波数ホッピング場所を決定し得る。
【０１７７】
　送信機1020は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機1020は、トランシーバモジュールの中の受信機1010と併置され得る。
たとえば、送信機1020は、図12を参照して説明されるトランシーバ1235の態様の例であり
得る。送信機1020は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
【０１７８】
　図11は、本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートするワイヤレスデバイス1105のブロック図1100を示す。ワイヤレスデバイス1105
は、図10を参照して説明されたようなワイヤレスデバイス1005または基地局105の態様の
例であり得る。ワイヤレスデバイス1105は、受信機1110、基地局通信マネージャ1115、お
よび送信機1120を含み得る。ワイヤレスデバイス1105はまた、プロセッサを含み得る。こ
れらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信してい
ることがある。
【０１７９】
　受信機1110は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる
制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、およびアップリンク制御チャネル
における周波数ホッピングに関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバイ
スの他の構成要素に渡され得る。受信機1110は、図12を参照して説明されるようなトラン
シーバ1235の態様の例であり得る。受信機1110は、単一のアンテナまたはアンテナのセッ
トを利用し得る。
【０１８０】
　基地局通信マネージャ1115は、図12を参照して説明される基地局通信マネージャ1215の
態様の例であり得る。
【０１８１】
　基地局通信マネージャ1115はまた、PUCCHマネージャ1125および周波数ホッピングマネ
ージャ1130を含み得る。
【０１８２】
　PUCCHマネージャ1125は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し、アップ
リンク制御チャネルのフォーマットを示すアップリンクグラントを送信し、アップリンク
制御チャネルを介した送信のために周波数ホッピングを使用すべきであるという指示を送
信することができ、アップリンク制御チャネルのフォーマットは、アップリンク制御メッ
セージの中の情報ビットの数と関連付けられる。
【０１８３】
　周波数ホッピングマネージャ1130は、アップリンク制御チャネルを介した送信のために
、周波数ホッピングを使用すべきであるという指示を受信し得る。周波数ホッピングマネ
ージャ1130はまた、アップリンク制御チャネルのシンボルの数およびアップリンク制御メ
ッセージと関連付けられる情報ビットの数に基づいて、アップリンク制御メッセージを送
信するためのアップリンク制御チャネル内の周波数ホッピング場所を決定し得る。たとえ
ば、周波数ホッピングマネージャ1130は、アップリンク制御メッセージと関連付けられる
情報ビットの数が閾値以下であると決定し得る。いくつかの場合、周波数ホッピングマネ
ージャ1130は、シンボルの数を2で割ったものの床関数をとることによってシンボルの第1
のサブセットの時間長を計算し、シンボルの第1のサブセットの時間長をシンボルの数か
ら引くことによってシンボルの第2のサブセットの時間長を計算し得る。
【０１８４】
　いくつかの場合、周波数ホッピング場所は、アップリンク制御メッセージにおける情報
シンボルと基準シンボルとの関係に基づいて決定される。たとえば、周波数ホッピングマ
ネージャ1130は、情報ビットの数が閾値未満であることを特定したことに基づいて、シン
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ボルの第1のサブセットおよびシンボルの第2のサブセットのうちの少なくとも1つが、等
しい数の情報シンボルおよび基準シンボルを含むように、かつ、シンボルの第1のサブセ
ットの数とシンボルの第2のサブセットの数との差の絶対値が2以下であるように、周波数
ホッピング位置を決定し得る。たとえば、周波数ホッピングマネージャ1130は、シンボル
の数を4で割ると整数値になることを決定し、その整数値に2を乗じることによってシンボ
ルの第1のサブセットの時間長を計算し、その整数値に2を乗じることによってシンボルの
第2のサブセットの時間長を計算し得る。または、周波数ホッピングマネージャ1130は、
シンボルの数を4で割ると整数値および余り1が得られることを決定し、その整数値に2を
乗じて1を足すことによってシンボルの第2のサブセットの時間長を計算し得る。または、
周波数ホッピングマネージャ1130は、シンボルの数を4で割ると整数値および余り2が得ら
れることを決定し、その整数値に2を乗じて2を足すことによってシンボルの第2のサブセ
ットの時間長を計算し得る。または、周波数ホッピングマネージャ1130は、シンボルの数
を4で割ると整数値および余り3が得られることを決定し、その整数値に2を乗じて1を足す
ことによってシンボルの第1のサブセットの時間長を計算し、シンボルの第1のサブセット
の時間長およびシンボルの第2のサブセットの時間長を計算し得る。
【０１８５】
　別の事例では、周波数ホッピングマネージャ1130は、アップリンク制御メッセージと関
連付けられる情報ビットの数が閾値より大きいと決定し得る。いくつかの場合、周波数ホ
ッピングマネージャ1130は、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボルの第2の
サブセットの時間長を計算することができ、シンボルの第1のサブセットの数とシンボル
の第2のサブセットの数との差の絶対値は、情報ビットの数が閾値より大きいことを特定
したことに基づいて、1以下である。いくつかの場合、周波数ホッピングマネージャ1130
は、シンボルの数を2で割ったものの床関数をとることによってシンボルの第1のサブセッ
トの時間長を計算し、シンボルの第1のサブセットの時間長をシンボルの数から引くこと
によってシンボルの第2のサブセットの時間長を計算し得る。
【０１８６】
　送信機1120は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機1120は、トランシーバモジュールの中で受信機1110と併置され得る。
たとえば、送信機1120は、図12を参照して説明されるトランシーバ1235の態様の例であり
得る。送信機1120は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
【０１８７】
　図12は、本開示の態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングを
サポートするデバイス1205を含むシステム1200の図を示す。デバイス1205は、たとえば、
図1を参照して上で説明されたような基地局105の例であるか、またはその構成要素を含み
得る。デバイス1205は、基地局通信マネージャ1215と、プロセッサ1220と、メモリ1225と
、ソフトウェア1230と、トランシーバ1235と、アンテナ1240と、ネットワーク通信マネー
ジャ1245と、局間通信マネージャ1250とを含む、通信を送信および受信するための構成要
素を含む双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。これらの構成要素は
、1つまたは複数のバス(たとえば、バス1210)を介して電子通信していることがある。デ
バイス1205は、1つまたは複数のUE115とワイヤレスに通信し得る。
【０１８８】
　プロセッサ1220は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッ
サ、DSP、CPU、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラマブル論理デバイス、個別
ゲートもしくはトランジスタ論理構成要素、個別ハードウェア構成要素、またはそれらの
任意の組合せ)を含み得る。ある場合には、プロセッサ1220は、メモリコントローラを使
用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合には、メモリコントロー
ラはプロセッサ1220に組み込まれ得る。プロセッサ1220は、様々な機能(たとえば、アッ
プリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングをサポートする機能またはタスク)を実
行するためにメモリに記憶されたコンピュータ可読命令を実行するように構成され得る。
【０１８９】
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　メモリ1225は、RAMおよびROMを含み得る。メモリ1225は、実行されると、本明細書で説
明される様々な機能をプロセッサに実行させる命令を含むコンピュータ可読のコンピュー
タ実行可能ソフトウェア1230を記憶し得る。いくつかの場合、メモリ1225は、特に、周辺
構成要素またはデバイスとの相互作用などの、基本的なハードウェアまたはソフトウェア
動作を制御することができるBIOSを含み得る。
【０１９０】
　ソフトウェア1230は、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピングをサポート
するためのコードを含む、本開示の態様を実装するためのコードを含み得る。ソフトウェ
ア1230は、システムメモリまたは他のメモリなどの、非一時的コンピュータ可読媒体に記
憶され得る。いくつかの場合、ソフトウェア1230は、プロセッサによって直接実行可能で
はないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ、実行されると)本明細書で説明される
機能をコンピュータに実行させることができる。
【０１９１】
　トランシーバ1235は、上で説明されたような1つまたは複数のアンテナ、有線リンク、
またはワイヤレスリンクを介して双方向に通信することができる。たとえば、トランシー
バ1235はワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方
向に通信することがある。トランシーバ1235はまた、パケットを変調し、変調されたパケ
ットを送信のためにアンテナに与え、かつアンテナから受信されたパケットを復調するた
めのモデムを含み得る。
【０１９２】
　いくつかの場合、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ1240を含み得る。しかしなが
ら、いくつかの場合、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信するこ
とが可能であり得る2つ以上のアンテナ1240を有し得る。
【０１９３】
　ネットワーク通信マネージャ1245は、(たとえば、1つまたは複数の有線バックホールリ
ンクを介して)コアネットワークとの通信を管理し得る。たとえば、ネットワーク通信マ
ネージャ1245は、1つまたは複数のUE115などの、クライアントデバイスのためのデータ通
信の転送を管理し得る。
【０１９４】
　局間通信マネージャ1250は、他の基地局105との通信を管理することができ、他の基地
局105と協働してUE115との通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含み
得る。たとえば、局間通信マネージャ1250は、ビームフォーミングまたはジョイント送信
などの様々な干渉緩和技法のためのUE115への送信のためのスケジューリングを協調させ
得る。いくつかの例では、局間通信マネージャ1250は、基地局105間の通信を行うために
、Long Term Evolution (LTE)/LTE-Aワイヤレス通信ネットワーク技術内のX2インターフ
ェースを提供し得る。
【０１９５】
　図13は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための方法1300を示すフローチャートを示す。方法1300の動作は、本明細書で説明
されるUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1300の動作は、
図7～図9を参照して説明されたようなUE通信マネージャによって実行され得る。いくつか
の例では、UE115は、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御
するためのコードのセットを実行し得る。加えて、または代わりに、UE115は、専用ハー
ドウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。
【０１９６】
　ブロック1305において、UE115は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し
得る。ブロック1305の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつ
かの例では、ブロック1305の動作の態様は、図7～図9を参照して説明されたようなPUCCH
マネージャによって実行され得る。
【０１９７】
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　ブロック1310において、UE115は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数およびア
ップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数に少なくとも一部基づいて、
アップリンク制御メッセージを送信するためのアップリンク制御チャネル内の周波数ホッ
ピング場所を決定し得る。ブロック1310の動作は、本明細書で説明された方法に従って実
行され得る。いくつかの態様では、ブロック1310の動作の態様は、図7～図9を参照して説
明されたような周波数ホッピングマネージャによって実行され得る。
【０１９８】
　ブロック1315において、UE115は、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサ
ブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2
の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを送信し得る。ブロック1315の動
作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック13
15の動作の態様は、図7～図9を参照して説明されたように、送信機によって実行され得る
。
【０１９９】
　図14は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための方法1400を示すフローチャートを示す。方法1400の動作は、本明細書で説明
されるようなUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1400の動
作は、図7～図9を参照して説明されたようなUE通信マネージャによって実行され得る。い
くつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素
を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、または代わりに、UE115は、専
用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。
【０２００】
　ブロック1405において、UE115は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し
得る。ブロック1405の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつ
かの例では、ブロック1405の動作の態様は、図7～図9を参照して説明されたようなPUCCH
マネージャによって実行され得る。
【０２０１】
　ブロック1410において、UE115は、アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報
ビットの数が閾値以下であると決定し得る。ブロック1410の動作は、本明細書で説明され
た方法に従って実行され得る。いくつかの態様では、ブロック1410の動作の態様は、図7
～図9を参照して説明されたような周波数ホッピングマネージャによって実行され得る。
いくつかの場合、アップリンク制御メッセージは、時間的に交互に現れる1つまたは複数
の情報シンボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える。いくつかの場合、周波数
ホッピング場所は、アップリンク制御メッセージにおける情報シンボルと基準シンボルと
の関係に少なくとも一部基づいて決定される。
【０２０２】
　ブロック1415において、UE115は、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボル
の第2のサブセットの時間長を計算することができ、シンボルの第1のサブセットおよびシ
ンボルの第2のサブセットのうちの少なくとも1つが等しい数の情報シンボルおよび基準シ
ンボルを備え、シンボルの第1のサブセットの数とシンボルの第2のサブセットの数との差
の絶対値が2以下である。ブロック1415の動作は、本明細書で説明された方法に従って実
行され得る。いくつかの態様では、ブロック1415の動作の態様は、図7～図9を参照して説
明されたような周波数ホッピングマネージャによって実行され得る。
【０２０３】
　ブロック1420において、UE115は、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサ
ブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2
の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを送信し得る。ブロック1420の動
作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック14
20の動作の態様は、図7～図9を参照して説明されたような送信機によって実行され得る。
【０２０４】
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　図15は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための方法1500を示すフローチャートを示す。方法1500の動作は、本明細書で説明
されるようなUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1500の動
作は、図7～図9を参照して説明されたようなUE通信マネージャによって実行され得る。い
くつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素
を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、または代わりに、UE115は、専
用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。
【０２０５】
　ブロック1505において、UE115は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特定し
得る。ブロック1505の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつ
かの例では、ブロック1505の動作の態様は、図7～図9を参照して説明されたようなPUCCH
マネージャによって実行され得る。
【０２０６】
　ブロック1510において、UE115は、アップリンク制御メッセージと関連付けられる情報
ビットの数が閾値より大きいと決定し得る。ブロック1510の動作は、本明細書で説明され
た方法に従って実行され得る。いくつかの態様では、ブロック1510の動作の態様は、図7
～図9を参照して説明されたような周波数ホッピングマネージャによって実行され得る。
【０２０７】
　ブロック1515において、UE115は、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシンボル
の第2のサブセットの時間長を計算することができ、シンボルの第1のサブセットの数とシ
ンボルの第2のサブセットの数との差の絶対値は1以下である。ブロック1515の動作は、本
明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつかの態様では、ブロック1515の動
作の態様は、図7～図9を参照して説明されたような周波数ホッピングマネージャによって
実行され得る。
【０２０８】
　ブロック1520において、UE115は、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1のサ
ブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は第2
の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを送信し得る。ブロック1520の動
作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック15
20の動作の態様は、図7～図9を参照して説明されたような送信機によって実行され得る。
【０２０９】
　図16は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための方法1600を示すフローチャートを示す。方法1600の動作は、本明細書で説明
されたような基地局105またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1600
の動作は、図10～図12を参照して説明されたような基地局通信マネージャによって実行さ
れ得る。いくつかの例では、基地局105は、以下で説明される機能を実行するようにデバ
イスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、または代わりに
、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得
る。
【０２１０】
　ブロック1605において、基地局105は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特
定し得る。ブロック1605の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。い
くつかの例では、ブロック1605の動作の態様は、図10～図12を参照して説明されたような
PUCCHマネージャによって実行され得る。
【０２１１】
　ブロック1610において、基地局105は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数およ
びアップリンク制御メッセージと関連付けられる情報ビットの数に少なくとも一部基づい
て、アップリンク制御メッセージを送信するためのアップリンク制御チャネル内の周波数
ホッピング場所を決定し得る。ブロック1610の動作は、本明細書で説明された方法に従っ
て実行され得る。いくつかの態様では、ブロック1610の動作の態様は、図10～図12を参照
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して説明されたような周波数ホッピングマネージャによって実行され得る。
【０２１２】
　ブロック1615において、基地局105は、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1
のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は
第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを受信し得る。ブロック1615
の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク1615の動作の態様は、図10～図12を参照して説明されたような受信機によって実行され
得る。
【０２１３】
　図17は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための方法1700を示すフローチャートを示す。方法1700の動作は、本明細書で説明
されたような基地局105またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1700
の動作は、図10～図12を参照して説明されたような基地局通信マネージャによって実行さ
れ得る。いくつかの例では、基地局105は、以下で説明される機能を実行するようにデバ
イスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、または代わりに
、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得
る。
【０２１４】
　ブロック1705において、基地局105は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特
定し得る。ブロック1705の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。い
くつかの例では、ブロック1705の動作の態様は、図10～図12を参照して説明されたような
PUCCHマネージャによって実行され得る。
【０２１５】
　ブロック1710において、基地局105は、アップリンク制御メッセージと関連付けられる
情報ビットの数が閾値以下であると決定し得る。ブロック1710の動作は、本明細書で説明
された方法に従って実行され得る。いくつかの態様では、ブロック1710の動作の態様は、
図10～図12を参照して説明されたような周波数ホッピングマネージャによって実行され得
る。いくつかの場合、アップリンク制御メッセージは、時間的に交互に現れる1つまたは
複数の情報シンボルおよび1つまたは複数の基準シンボルを備える。いくつかの場合、周
波数ホッピング場所は、アップリンク制御メッセージにおける情報シンボルと基準シンボ
ルとの関係に少なくとも一部基づいて決定される。
【０２１６】
　ブロック1715において、基地局105は、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシン
ボルの第2のサブセットの時間長を計算することができ、シンボルの第1のサブセットおよ
びシンボルの第2のサブセットのうちの少なくとも1つが等しい数の情報シンボルおよび基
準シンボルを備え、シンボルの第1のサブセットの数とシンボルの第2のサブセットの数と
の差の絶対値が2以下である。ブロック1715の動作は、本明細書で説明された方法に従っ
て実行され得る。いくつかの態様では、ブロック1715の動作の態様は、図10～図12を参照
して説明されたような周波数ホッピングマネージャによって実行され得る。
【０２１７】
　ブロック1720において、基地局105は、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1
のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は
第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを受信し得る。ブロック1720
の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク1720の動作の態様は、図10～図12を参照して説明されたような受信機によって実行され
得る。
【０２１８】
　図18は、本開示の様々な態様による、アップリンク制御チャネルにおける周波数ホッピ
ングのための方法1800を示すフローチャートを示す。方法1800の動作は、本明細書で説明
されたような基地局105またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1800
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の動作は、図10～図12を参照して説明されたような基地局通信マネージャによって実行さ
れ得る。いくつかの例では、基地局105は、以下で説明される機能を実行するようにデバ
イスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、または代わりに
、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得
る。
【０２１９】
　ブロック1805において、基地局105は、アップリンク制御チャネルのシンボルの数を特
定し得る。ブロック1805の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。い
くつかの例では、ブロック1805の動作の態様は、図10～図12を参照して説明されたような
PUCCHマネージャによって実行され得る。
【０２２０】
　ブロック1810において、基地局105は、アップリンク制御メッセージと関連付けられる
情報ビットの数が閾値より大きいと決定し得る。ブロック1810の動作は、本明細書で説明
された方法に従って実行され得る。いくつかの態様では、ブロック1810の動作の態様は、
図10～図12を参照して説明されたような周波数ホッピングマネージャによって実行され得
る。
【０２２１】
　ブロック1815において、基地局105は、シンボルの第1のサブセットの時間長およびシン
ボルの第2のサブセットの時間長を計算することができ、シンボルの第1のサブセットの数
とシンボルの第2のサブセットの数との差の絶対値は1以下である。ブロック1815の動作は
、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつかの態様では、ブロック1815
の動作の態様は、図10～図12を参照して説明されたような周波数ホッピングマネージャに
よって実行され得る。
【０２２２】
　ブロック1820において、基地局105は、周波数ホッピング場所に従って、シンボルの第1
のサブセットの間は第1の周波数帯域幅を介して、かつシンボルの第2のサブセットの間は
第2の周波数帯域幅を介して、アップリンク制御メッセージを受信し得る。ブロック1820
の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク1820の動作の態様は、図10～図12を参照して説明されたような受信機によって実行され
得る。
【０２２３】
　上で説明された方法は可能な実装形態を表すこと、動作およびステップが並べ替えられ
るかまたは別様に変更され得ること、ならびに他の実装形態が可能であることに留意され
たい。さらに、方法のうちの2つ以上からの態様が組み合わされ得る。
【０２２４】
　本明細書で説明された技法は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波
数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割
多元接続(SC-FDMA)、および他のシステムなどの、様々なワイヤレス通信システムに使用
され得る。CDMAシステムは、CDMA2000、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)など
の無線技術を実装し得る。CDMA2000は、IS-2000、IS-95およびIS-856規格をカバーする。
IS-2000リリースは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれることがある。IS-856(TIA-8
56)は、一般に、CDMA2000 1xEV-DO、High Rate Packet Data (HRPD)などと呼ばれる。UTR
Aは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、およびCDMAの他の変形態を含む。TDMAシステムは、
Global System for Mobile communications (GSM(登録商標))などの無線技術を実装し得
る。
【０２２５】
　OFDMAシステムは、Ultra Mobile Broadband (UMB)、Evolved UTRA (E-UTRA)、Institut
e of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi)、IEEE 802.16 (Wi
MAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMなどの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、Uni
versal Mobile Telecommunications System (UMTS)の一部である。LTEおよびLTE-Aは、E-
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UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、NR、およびGS
M(登録商標)は、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称する団体からの文
書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2
」(3GPP2)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明された技法は、上
述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。LT
EまたはNRシステムの態様が例として説明されることがあり、説明の大部分においてLTEま
たはNR用語が使用されることがあるが、本明細書で説明される技法はLTEまたはNR適用例
以外に適用可能である。
【０２２６】
　マクロセルは、一般に、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)を
カバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUE115による無制限アクセ
スを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して低電力の基地局105と関連付
けられることがあり、スモールセルは、マクロセルと同じまたはマクロセルとは異なる(
たとえば、免許、免許不要など)周波数帯域において動作し得る。スモールセルは、様々
な例によれば、ピコセル、フェムトセル、およびマイクロセルを含み得る。ピコセルは、
たとえば、小さい地理的エリアをカバーすることができ、ネットワークプロバイダのサー
ビスに加入しているUE115による無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルも、小さ
い地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーすることができ、フェムトセルとの関連付けを
有するUE115(たとえば、限定加入者グループ(CSG)内のUE115、自宅内のユーザのためのUE
115など)による制限付きアクセスを提供し得る。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと
呼ばれ得る。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、ま
たはホームeNBと呼ばれ得る。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、2つ、3つ、4つなどの)
セルをサポートすることができ、1つまたは複数のコンポーネントキャリアを使用する通
信もサポートすることができる。
【０２２７】
　本明細書で説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システム100は、同期動作または
非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、基地局105は、同様のフレームタイミン
グを有することがあり、異なる基地局105からの送信は、時間的に概ね揃えられ得る。非
同期動作の場合、基地局105は、異なるフレームタイミングを有することがあり、異なる
基地局105からの送信は、時間的に揃えられないことがある。本明細書で説明される技法
は、同期動作または非同期動作のいずれかに使用され得る。
【０２２８】
　本明細書で説明された情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使
用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コ
マンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界ま
たは磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る
。
【０２２９】
　本明細書の本開示に関して説明される様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎
用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、
個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説
明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行
され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサ
は、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械で
あり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば、DSPとマ
イクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つもしくは
複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)として実装され得る。
【０２３０】
　本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウ
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ェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサによっ
て実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコー
ドとして、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介し
て送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲内
に入る。たとえば、ソフトウェアの性質に起因して、上で説明された機能は、プロセッサ
、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれか
の組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴
はまた、様々な物理的位置に機能の一部が実装されるように分散されることを含めて、様
々な位置に物理的に配置され得る。
【０２３１】
　コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を
可能にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。
非一時的記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用
可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可読媒体は、ラン
ダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブル読取
り専用メモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、コンパクトディスク(CD)ROMまたは他の光デ
ィスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるい
は、命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するた
めに使用され、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによっ
てアクセスされ得る、任意の他の非一時的媒体を備え得る。また、いかなる接続もコンピ
ュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイ
バケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマ
イクロ波などのワイヤレス技術を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソ
ースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、ま
たは赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。
本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、CD、レーザーディスク(
登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー
ディスク(disk)、およびBlu-ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、
通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生す
る。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０２３２】
　特許請求の範囲内を含めて本明細書で使用される場合、項目のリスト(たとえば、「の
うちの少なくとも1つ」または「のうちの1つまたは複数」)などの句で終わる項目のリス
トにおいて使用される「または」は、たとえば、A、B、またはCのうちの少なくとも1つの
リストがAまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよ
びC)を意味するような包括的リストを示す。また、本明細書で使用する「に基づいて」と
いう句は、条件の閉集合を指すものと解釈されるべきではない。たとえば、「条件Aに基
づいて」として説明されている例示的なステップは、本開示の範囲から逸脱することなく
、条件Aと条件Bの両方に基づき得る。言い換えれば、本明細書で使用される「に基づいて
」という句は、「に少なくとも部分的に基づいて」という句と同様に解釈されるべきであ
る。
【０２３３】
　添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有することがある。さら
に、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、同様の構成要素の
間を区別する第2のラベルとを続けることによって区別されることがある。第1の参照ラベ
ルのみが本明細書で使用される場合、説明は、第2の参照ラベルまたは他の後続の参照ラ
ベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれにも適
用可能である。
【０２３４】
　添付の図面に関して本明細書に記載された説明は、例示的な構成を説明しており、実装
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され得るまたは特許請求の範囲の範囲内に入るすべての例を表すとは限らない。本明細書
で使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示として役立つ」ことを意
味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味するものではない。詳細な説明
は、説明される技法の理解を与えることを目的とした具体的な詳細を含む。しかしながら
、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実践され得る。いくつかの事例では、説
明される例の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデ
バイスがブロック図の形態で示される。
【０２３５】
　本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にするように与え
られる。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義された
一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがっ
て、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されず、本明細書で開示された
原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
【符号の説明】
【０２３６】
　　105　基地局
　　110　地理的カバレッジエリア
　　115　UE
　　125　通信リンク
　　130　コアネットワーク
　　132　バックホールリンク
　　134　バックホールリンク
　　205　ダウンリンク
　　210　アップリンク
　　215　DCIメッセージ
　　220　UCIメッセージ
　　305　PDCCH
　　310　ギャップ
　　315　長いPUCCH
　　320　シンボル期間の第1のサブセット
　　325　シンボル期間の第2のサブセット
　　330　短いPUCCH
　　335　第1の周波数帯域幅
　　340　第2の周波数帯域幅
　　345　第1のシンボル期間
　　350　第1の周波数ホップ
　　355　第2の周波数ホップ
　　400　周波数ホッピングパターン
　　405　アップリンク制御チャネル
　　410　シンボル期間の第1のサブセット
　　415　シンボル期間の第2のサブセット
　　420　第1の周波数帯域幅
　　425　第2の周波数帯域幅
　　430　第1の周波数ホップ
　　435　第2の周波数ホップ
　　440　シンボル期間の第1のサブセット
　　445　シンボル期間の第2のサブセット
　　450　第1の周波数ホップ
　　455　第2の周波数ホップ
　　705　ワイヤレスデバイス
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　　710　受信機
　　715　UE通信マネージャ
　　720　送信機
　　805　ワイヤレスデバイス
　　810　受信機
　　815　UE通信マネージャ
　　820　送信機
　　825　PUCCHマネージャ
　　830　周波数ホッピングマネージャ
　　905　デバイス
　　910　バス
　　915　UE通信マネージャ
　　920　プロセッサ
　　925　メモリ
　　930　ソフトウェア
　　935　トランシーバ
　　940　アンテナ
　　945　I/Oコントローラ
　　1005　ワイヤレスデバイス
　　1010　受信機
　　1015　基地局通信マネージャ
　　1020　送信機
　　1105　ワイヤレスデバイス
　　1110　受信機
　　1115　基地局通信マネージャ
　　1120　送信機
　　1125　PUCCHマネージャ
　　1130　周波数ホッピングマネージャ
　　1205　デバイス
　　1210　送信機
　　1215　基地局通信マネージャ
　　1220　プロセッサ
　　1225　メモリ
　　1230　ソフトウェア
　　1235　トランシーバ
　　1240　アンテナ
　　1245　ネットワーク通信マネージャ
　　1250　局間通信マネージャ
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